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（令和６年度項目別自己評定総括表） 

 

中期計画（中期目標） 

年度評価 
項目別 

調書№ 

備

考 

 

中期計画（中期目標）  

年度評価 
項目別

調書№ 
備考 ６ 

年度 

７ 

年度 

８ 

年度 

９ 

年度 

10 

年度 
 

６ 

年度 

７ 

年度 

８ 

年度 

９ 

年度 

10 

年度 

Ⅰ．国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項  Ⅲ．財務内容の改善に関する事項 

  奄美群島の産業振興への貢献 

Ｂ     

1-1     リスク管理債権の抑制 

 

Ｂ 
     

3-1   

○ 事業者の収益向上等 1-1-(1)     保証・融資業務の適切な実施 3-1-(1)  

   奄美群島振興施策と連携した事業者支援 1-1-(2)     新規の債権に対する管理強化 3-1-(2)  

○  関係機関との連携強化 1-1-(3)     審査委員会の活用 3-1-(3)  

○ 奄美基金の認知度向上、利用者への情報提供及びニーズ等の調査把握 1-1-(4)       民間金融機関との連携・協調 3-1-(4)   

  保証業務 

Ｂ     

1-2     担保設定の柔軟化 3-1-(5)  

  事務処理の迅速化及び適正化 1-2-(1)     繰越欠損金の削減 

Ｂ     

3-2  

  適切な保証条件の設定・承諾 1-2-(2)     新たな収入源の確保 3-2-(1)  

   期中管理体制の強化 1-2-(3)      適切な債権管理の実施 3-2-(2)   

  融資業務 

Ｂ     

1-3     繰越欠損金の削減 3-2-(3)  

  事務処理の迅速化及び適正化 1-3-(1)     予算 3-3  

○ 適切な貸付条件の設定・貸付 1-3-(2)    収支計画 3-4  

 期中管理体制の強化 1-3-(3)    資金計画 3-5  

Ⅱ．業務運営の効率化に関する事項  Ⅳ．その他の事項 

  業務運営体制の効率化 

Ｂ     

2-1     短期借入金の限度額 － － － － － 4 実績なし 

   組織体制・人員配置の見直し 2-1-(1)     不要財産又は不要財産となることが見込まれる財産の処分に関する計画 － － － － － 5 該当なし 

  審査事務等の効率化 2-1-(2)      上記に規定する財産以外の重要な財産を譲渡し、又は担保に供する計画 － － － － － 6 該当なし 

  情報システムの整備及び管理 2-1-(3)     剰余金の使途 － － － － － 7 該当なし 

  

  

一般管理費の適正化 

Ａ     

2-2   Ⅴ．その他主務省令で定める業務運営に関する事項  

 一般管理費の削減 2-2-(1)     施設及び設備に関する計画 － － － － － 8-1 該当なし 

  人件費の適正化 2-2-(2)     人事に関する計画 Ｂ     8-2  

 給与水準の適正化 2-2-(3)    その他中期目標を達成するために必要な事項 
Ｂ     

8-3  

 人材育成 

Ａ     

2-3    内部統制の充実・強化 8-3-(1)  

  職員研修・資格取得の推進 2-3-(1)   
 

   
人事交流・業務連携の強化 2-3-(2)  

入札及び契約手続きの適正化・透明化 Ｂ     2-4  

 
※重要度を「高」と設定している項目については、各評語の横に「○」を付す。 
※困難度を「高」と設定している項目については、各評語に下線を引く。 
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（令和６年度項目別評定調書） 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

１－１－（１）～（４） 
１．奄美群島の産業振興への貢献 （１）事業者の収益向上等、（２）奄美群島振興施策と連携した事業者支援、（３）関係機関との連携強化、（４）奄

美基金の認知度向上、利用者への情報提供及びニーズ等の調査把握 
業務に関連する政策・施

策 
政策目標 10 国土の総合的な利用、整備及び保全、国土に関する情報の整備 

施策目標 39 離島等の振興を図る 
当該事業実施に係る根拠（個

別法条文など） 奄美群島振興開発特別措置法 第 44 条、第 52 条 

当該項目の重要度、困難

度 
・事業者の収益向上等【重要度：高】 
・関係機関との連携強化【重要度：高】 
・奄美基金の認知度向上、利用者への情報提供及びニーズ等の調査

把握【重要度：高】 

関連する政策評価・行政事業

レビュー 
－ 

 
２．主要な経年データ 
 主要なアウトプット（アウトカム）情報  ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標 基準値 
（前中期目標期間

最終年度値等） 

６年度 ７年度 ８年度 ９年度 10 年度  ６年度 ７年度 ８年度 ９年度 10 年度 

事業者向けアン

ケートの実施 
１回 － １回     予算額（千円） 1,023,346     

事業者向けアン

ケートの結果 
  45 先     決算額（千円） 957,424     

売上高への貢献度 ６割 － 58%     経常費用（千円） 238,019     

従業員数への貢献度 ６割 － 45%     経常収益（千円） 115,672     

呼び水効果等 ５割 － 60%     行政コスト（千円） 238,019     

事業者の収益向

上等件数 

第五期中期目標期間

(５年間)目標値 60 件 
－ 11 件     

従事人員数 19     

観光業 20 件(年 4 件) － 0 件           

 農業 10 件(年 2 件) － 2 件           

 その他 30 件(年 6 件) － 9 件           

地域課題解決支援件数 ４件 － ２件           

創業支援件数 10 件 － ５件           

観光関連資金の貸付 15 件 － 22 件           

農林業資金の貸付 15 件 － 22 件           

協調融資による大口融資 １件 － 0 件           

経営改善の取組件数 10 件 － 19 件           

地方公共団体等との連携

の在り方についての検討 ２回 － ５回           

地方公共団体等と

の意見交換の回数 １回 － 30 回           
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 地方公共団体等へ

の助言・提言回数 12 回 － 20 回            

金融機関との協調体制に

よる経営改善支援状況 45 件 － 85 件           

事業者セミナー開催回数 ２回 － ２回           

イベント等でのPR回数 ６回 － 10 回           

アンケート実施件数 100 先 － 100 先           

 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

 業務実績 自己評価 
  

奄美基金の使命は奄美

群島の産業振興への貢献

であるため、以下の点を踏

まえて、事業者への保証・

融資及びコンサルティン

グ業務を実施する。 
特に、上記第１の１．奄

美群島振興開発き基本的

な考え方に基づき、 
・ 移住者の増加に向け

た創業や地域課題解決

に取り組み事業者への

支援 
・ 一人当たり郡民所得

の向上に寄与する取引

先全体の収益向上等へ

の支援 
・ 観光収入を増加させ

る観光関連産業への貸

付や協調融資 
・ 農業産出額の増加に

資する貸付や収益向上

等への支援 
に重点的に取り組む。 
 
（１）事業者の収益向上等 

奄美基金が保証・融資及

 
奄美群島の産業振興へ

の貢献 
奄美基金の使命は奄美

群島の産業振興への貢献

であるため、以下の点を踏

まえて、事業者への保証・

融資及びコンサルティン

グ業務を実施し、奄美群島

地域全体の経済発展に寄

与する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（１）事業者の収益向上等 
奄美基金が保証・融資及

 
奄美群島の産業振興へ

の貢献 
奄美基金の使命は奄美

群島の産業振興への貢献

であるため、以下の点を踏

まえて、事業者への保証・

融資及びコンサルティン

グ業務を実施し、奄美群島

地域全体の経済発展に寄

与する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（１）事業者の収益向上等 
奄美基金が保証・融資及

＜主な定量的指標＞ 
・事業者向けアンケート

の実施 

・事業者向けアンケート

の結果（売上高への貢献

度、従業員数への貢献

度、保証・融資及びコン

サルティング業務によ

る呼び水効果等） 
・事業者の収益向上等件

数（観光業、農業、その

他） 
・事業承継問題、６次産業

化等地域課題解決に資

する取組支援件数 
・移住者等による創業支

援 
・観光関連資金の貸付 
・農林業資金の貸付 
・観光関連産業等への協

調融資による大口融資

の実施 
・事業者への経営改善及

び発達に資する取組の

提案件数 
・地方公共団体等との連

携の在り方についての

検討 

＜主要な業務実績＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）事業者の収益向上等 

○奄美基金が保証・融資を

＜評定と根拠＞ 

評定：Ｂ 

根拠：（１）奄美基金が保

証・融資を行った事業者を

対象に、奄美基金の金融支

援が事業者への売上高、従

業員数、呼び水効果等にど

の程度貢献したかを測る

アンケートを実施し、売上

高、従業員数への貢献度は

目標を下回っているもの

の、呼び水効果は目標を上

回っている。また、事業者

の収益向上等件数につい

て、観光業は実績がなかっ

たが、農業その他は目標を

上回っている。 

（２）群島の産業振興に資

する奄美基金の金融支援

について、地域課題解決支

援、創業支援は目標を下回

っているが、観光関連や農

林業の貸付は目標を上回

っている。また、協調融資

による大口融資は相談は

あったものの実績には繋

がっていない。令和 6 年度

に創設したコンサルティ

評定  
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びコンサルティング業務

を行った事業者を対象に

その貢献度を測るアンケ

ートを実施して業務改善

に活用する。 
また、その業務を通じ、

取引先事業者の収益向上

等を図る。 
 
 

【定量目標】 
○ 事業者の収益向上等

件数 全体 60 件（うち

観光業 20件、うち農業

15 件） 

【指標】 

○ 事業者向けアンケー

トの結果：売上高及び従

業員数への貢献度、保

証・融資及びコンサルテ

ルティング業務による

呼び水効果 
 
 
 
 
 
 
 
＜目標水準の考え方＞ 
 事業者の収益向上等件

数については、収益向上等

に結び付くまでに相応の

時間を要することから、令

和 10 年度末までに達成す

べき目標とする。前期件数

については、前期目標値を

上回る水準とした。 
＜想定される外部要因＞ 

びコンサルティング業務

を行った事業者を対象に、

事業者への売上高、従業員

数等にどの程度貢献した

かを測るアンケートを実

施して業務改善に活用す

る。 
また、その業務を通じ、

取引先事業者の収益向上

等を図る。 
【定量目標】 
○ 事業者の収益向上等

件数 全体 60 件（うち

観光業 20 件、うち農業

15 件） 
【指標】 
○ 事業者向けアンケー

トの実施 年１回 
○ 事業者向けアンケー

トの結果 
・ 売上高への貢献度 

６割 
・ 従業員数への貢献

度 ６割 
・ 保証・融資及びコン

サルティング業務に

よる呼び水効果等 

５割 
 

＜目標水準の考え方＞ 
事業者の収益向上等件

数については、収益向上等

に結び付くまでに相応の

時間を要することから、令

和 10 年度末までに達成す

べき目標とする。目標件数

については、前期目標値を

上回る水準とした。 
 

びコンサルティング業務

を行った事業者を対象に、

事業者への売上高、従業員

数等にどの程度貢献した

かを測るアンケートを実

施して業務改善に活用す

る。 
また、その業務を通じ、

取引先事業者の収益向上

等を図る。 
 
 

 
 
 

【指標】 
○ 事業者向けアンケー

トの実施 年１回 
○ 事業者向けアンケー

トの結果  

・ 売上高への貢献度 

６割 

・ 従業員数への貢献

度 ６割 

・ 保証・融資及びコン

サルティング業務に

よる呼び水効果等 

５割 
○ 事業者の収益向上等

件数 全体 60件（うち

観光業 20件、うち農業

15 件） 
 
 
 
 
 
 
 

・地方公共団体等との意

見交換の回数 
・地方公共団体等への助

言・提言の実施状況 
・金融機関との協調体制

による経営改善支援状

況 
・事業者セミナー開催の

回数 
・関係者主催イベント等

でのＰＲ回数 
・アンケートの実施件数 
 
＜その他の指標＞ 
・奄美基金のホームペー

ジを活用した電子メー

ルでの意見・質問受付け 
・奄美群島の経済・金融の

調査等の実施状況 
 
＜評価の視点＞ 
奄美群島の産業振興へ貢

献するための取組状況 

行った事業者を対象にア

ンケート調査を１回実施

した。 

※コンサルティングを行

った事業者については、今

年度からの受託となるた

め、来年度以降にアンケー

トを実施することとした。 

 

○アンケート結果は以下 

のとおり（回答のあった 45 

先を母数とする）。 

・奄美基金の保証・融資に

よる事業者の売上高への

貢献度は 58％(26 件)で内

訳は、「売上高が増加した」

が 25％（11 件）、「売上高

を維持することができた」

が 24％（11 件）、「売上高

の減少を抑えることがで

きた」が９％（４件）とな

っている。そのほか、売上

高が減少した 13％（６

件）、売上高増加を目的と

した借入ではなかった

27％（12 件）の結果となっ

た。 

 

・従業員数への貢献度は

45％（20 件）で、内訳は、

「従業員数が増加した」が

９％（４件）、「従業員数を

維持することができた」が

31％（14 件）、「合理化・省

力化など従業員数の抑制

を目的とする借入だった」

が５％（２件）となってい

る。そのほか、従業員数が

減少した４％（２件）、従業

ング業務は、奄美群島広域

事務組合による奄美群島

振興交付金を活用した２

事業を受託し、事業のフォ

ローアップ等に併せ実施

した経営改善等に資する

アドバイス件数は目標を

上回ったほか、副業・兼業

人材のマッチング事業で

は７件のマッチングに成

功している。 

（３）金融の有識者による

検討会を開催し、経営改善

に関する方向性を取りま

とめ、６年度は、これまで

定期預金で運用していた

融資勘定で国債等の債券

を購入し収益確保を図っ

ている。国の経営支援であ

る特別保証制度について

保証協会と協議し、同制度

のスキームは奄美基金で

は対応できないため、群島

の事業者に不利益が被ら

ないよう保証協会に依頼

している。また、地方公共

団体や金融機関等と産業

振興に関する施策、地域の

経済動向等について意見

交換し、基金の利用促進を

図るため、機能強化策等に

ついて説明を実施してい

る。その他、地方公共団体

が実施する各種事業の委

員会に外部委員として参

加しアドバイス等を行っ

ているほか、金融機関と共

通の事業者に対し協調体

制による金融支援やバン
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事業者の収益向上等件

数については、我が国全体

の経済情勢や災害の発生

等による地域経済の変化

に影響を受けるものであ

るため、評価において考慮

するものとする。 
【重要度：高】 

奄美基金が奄美群島の

産業振興に貢献していく

ためには、個々の事業者の

ニーズを的確に踏まえて、

収益向上等が図られるよ

う業務を実施することが

特に重要と考えられるた

め。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

員数の増減に関わる借入

ではなかった 47％（21 件） 

との結果となった。 

・奄美基金の保証・融資に 

よる呼び水効果は、60％

（15 件）となった。（※こ

こでは｢他の金融機関を利

用し借入を行った｣又は

｢現在、借入の相談・検討を

進めている｣事業者25先を

母数とした） 

内訳は、新規取引がスム

ーズに進んだ 20%（５先）、

取引が再開・安定した４%

（１先）、融資判断が迅速

だった８%（２先）、融資条

件（金利、借入期間等）が

緩和された８%（２先）、担

当者との円滑なコミュニ

ケーションのきっかけと

なった 20%（５先）となっ

ている。 

 

・その他、ネット集客販路

拡大手続き及び同業者と

の連携体制構築等の経営

課題や事業者向けの補助

金制度、セミナー、よろず

情報相談会等の情報提供

の希望、基金相談・申込の

デジタル化などの希望も

あったことから今後の業

務改善に活かしていくこ

ととする。 

 
○事業者の収益向上等件

数は全体で 11 件、うち観

光業で０件、農業で２件と

なった。 

クミーティングの開催支

援を実施し、適切な事業計

画の策定や経営改善を促

進するため事業セミナー

も開催している。 

（４）奄美基金の業務内容

の周知や資金需要の掘り

起こし等のため、各種会合

に参加し融資制度を説明

している。令和６年度から

事業者の売上高、従業員数

等のどの程度貢献したか

を測るためアンケートの

内容を改正し、目標の 100

先にアンケートを送付し

ている。 

以上、一部目標未達の指標

はあるものの、それ以外の

指標については「所期の目

標を達成している」ことか

ら総合的に判断し、評定を

「Ｂ」とする。 

 

＜重要度を「高」としてい

る項目＞ 
○事業者の収益向上 

事業者向けのアンケー

ト調査の実施により、奄美

基金の保証・融資が売上高

や従業員数へ貢献してい

るか、呼び水効果があった

か等の分析を行っており、

その他の意見も含めて今

後の業務に活かしていく

こととしている。 

 

○関係機関との連携強化 

地方公共団体等との連

携の在り方についての検
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（２）奄美群島振興施策と

連携した事業者支援 
鹿児島県及び奄美群島

12市町村と連携し、振興開

発計画に基づく事業及び

それらと一体となって群

島の産業振興に資する事

業、特に基幹産業である農

業や域外からの所得を得

る観光関連産業等を行う

者を積極的に支援する。 
また、奄美基金の業務が

地域課題の解決につなが

った案件を分析して、更な

る地域課題解決に資する

取組を検討する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
【定量目標】 
○ 事業承継や６次産業

化等の地域課題に取り

組む事業者への支援 

年４件 
○ 移住者等による創業

支援 年 10 件 
○ 観光関連資金の保証・

貸付 年 15 件、農林業

 
 
 
 
 

 
（２）奄美群島振興施策と

連携した事業者支援 
鹿児島県及び奄美群島

12市町村と連携し、振興開

発計画に基づく事業及び

それらと一体となって群

島の産業振興に資する事

業、特に基幹産業である農

業や域外からの所得を得

る観光関連産業等を行う

者を積極的に支援する。 
また、奄美基金の業務が

地域課題の解決につなが

った案件を分析して、更な

る地域課題解決に資する

取組を検討する。 
具体的には、奄美群島振

興交付金等の事業の受託

又は一部受託について取

り組んでいくとともに、そ

の事業者に対するフォロ

ーを行い、事業の発展に資

するよう取り組んでいく。 
 
【定量目標】 
○ 事業承継、６次産業化

等地域課題解決に資す

る取組支援件数 年４

件 
○ 移住者等による創業

支援 年 10 件 
○ 観光関連資金の保証・

貸付 年 15 件、農林業

 
 
 
 
 

 
（２）奄美群島振興施策と

連携した事業者支援 
鹿児島県及び奄美群島

12市町村と連携し、振興開

発計画に基づく事業及び

それらと一体となって群

島の産業振興に資する事

業、特に基幹産業である農

業や域外からの所得を得

る観光関連産業等を行う

者を積極的に支援する。 
また、奄美基金の業務が

地域課題の解決につなが

った案件を分析して、更な

る地域課題解決に資する

取組を検討する。 
具体的には、奄美群島振

興交付金等の事業の受託

又は一部受託について取

り組んでいくとともに、そ

の事業者に対するフォロ

ーを行い、事業の発展に資

するよう取り組んでいく。 
 
【指標】 
○ 事業承継問題、６次産

業化等地域課題解決に

資する取組支援件数 

年４件 
○ 移住者等による創業

支援 年 10 件 
○ 観光関連資金の貸付 

年 15 件、農林業資金の

・事業者の収益向上につい

ては、貸付後の経営課題等

に対するフォローアップ

が重要であり、継続的に支

援していくこととする。 
 

（２）奄美群島振興施策と

連携した事業者支援 

○群島の産業振興に資す

る事業等への金融支援の

結果は以下のとおり。 

・事業承継問題等地域課題

解決に資する支援は２件、

移住者等による創業支援

は５件、観光関連資金の貸

付は 22 件、農林業資金の

貸付は 22件となった。 

 

・観光関連産業等への協調

融資による大口融資につ

いて実績はなかったもの

の数件の相談を受けてい

る。 

 

○今年度は、奄美群島広域

事務組合による奄美群島

振興交付金を活用した事

業のうち「島ちゅチャレン

ジ応援事業フォローアッ

プ支援事業」（民間事業者

が自らのアイデアにより

取り組む新サービス、新商

品開発等に対する支援）

「副業・兼業人材活用実証

事業」（産業を支える人材

の確保に必要な経費の一

部を補助）を受託した。な

お、事業者への経営改善等

に資する取組の提案件数

討、市町村事業への助言等

の実施、金融機関との協調

体制による経営改善支援

を行うなどの関係機関と

の連携強化に努めている。 

 

○奄美基金の認知度向上、

利用者への情報提供及び

ニーズ等の調査把握 

関係者主催のイベント

等での奄美基金のＰＲや

事業者のニーズ等の把握

のためのアンケートの実

施、奄美群島の経済・金融

動向の情報収集等を実施

している。 

 

＜課題と対応＞ 

引き続き、事業者へのア

ンケートの実施並びに業

務活動への反映、奄美群島

振興施策と連携したコン

サルティング業務の強化、

利用者への情報提供及び

支援体制の強化に努める。 
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資金の保証・貸付 年 15

件 
○ 観光関連産業等への

協調融資による大口融

資の実施 年１件 
【指標】 
○ 事業者の経営改善及

び発達に資する取組の

提案件数 
 
＜目標水準の考え方＞ 
・ 地域課題の解決に取

り組む事業者の選定に

当たっては、事業者の取

組が地域課題解決に資

するものか慎重に検証

し、最適な支援を実施す

ることが必要であるこ

とを踏まえ、四半期に１

件の支援を行うことと

する。 
・ 移住者等による創業

支援、観光関連資金の保

証・貸付及び農林業資金

の保証・貸付について

は、前期目標期間の実績

を上回る水準とした。 
・ 観光関連産業等への

協調融資による大口融

資は、近年の観光関連産

業等の群島内における

投資実績を踏まえ年間

で１件とした。 
 
（３）関係機関との連携強 

 化 
地方公共団体や金融機

関等との連携を強化し、奄

美基金の業務と奄美群島

資金の保証・貸付 年 15

件 
○ 観光関連産業等への

協調融資による大口融

資の実施 年１件 
【指標】 
○ 事業者への経営改善

及び発達に資する取組

の提案件数 年 10 件 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（３）関係機関との連携強 
  化 

地方公共団体や金融機

関等との連携を強化し、奄

美基金の業務と奄美群島

貸付 年 15 件 
 

○ 観光関連産業等への

協調融資による大口融

資の実施 年１件 
【参考指標】 
○ 事業者への経営改善

及び発達に資する取組

の提案件数 年 10 件 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
（３）関係機関との連携強 
  化 

地域の事業者を支援す

るため、引き続き地方公共

団体、金融機関等との意見

は以下のとおり。 

実地検査等のフォローア

ップ 12 先、過去の採択者

への訪問７先 

マッチングセミナーの集

客（メール 68 先、個別訪

問44先）、セミナー参加（41

名）、マッチング先７先 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）関係機関との連携強

化 

○地方公共団体、金融機関 

等との連携の在り方に

ついての検討及び意見
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振興交付金の活用や国の

施策等との相乗効果が生

まれるよう事業者を支援

する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【定量目標】 
○ 地方公共団体、金融機

関等と連携した事業者

支援の実施状況 
金融機関との協調体

制による経営改善支援

状況 年 45 件以上 
事業セミナーの開催 

年２回以上 
 
 
【指標】 
○ 地方公共団体、金融機

関等との連携の在り方

についての検討及び意

見交換の実施状況 
 

 

 

 

 

 

 

振興交付金の活用や国の

施策等との相乗効果が生

まれるよう事業者を支援

する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【定量目標】 
○ 地方公共団体、金融機

関等と連携した事業者

支援の実施状況 
・ 金融機関との協調

体制による経営改善

支援状況 年 45 件以

上 
・ 事業セミナーの開

催 年２回以上 
 
【指標】 
○ 地方公共団体、金融機

関等との連携の在り方

についての検討及び意

見交換の実施状況 
・ 地方公共団体等と

の連携の在り方につ

いての検討 年２回

以上 
・ 地方公共団体等と

の意見交換の回数 

年１回以上 

交換会を定期的に実施し、

産業振興に資する各種施

策、奄美群島の産業・経済

動向や事業者の現況等の

情報共有により連携強化

を図る。また、地方公共団

体が実施する各種事業の

検討・選定等における委員

会に外部委員として参加

し、金融情報及び事業計画

策定等について提言を行

うとともに、地方公共団体

や事業者に対し地域経済、

金融の調査・分析等の情報

提供を行う。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【指標】 
○ 地方公共団体、金融機

関等との連携の在り方

についての検討及び意

見交換の実施状況 
・ 地方公共団体等と

の連携の在り方につ

いての検討 年２回

以上 
・ 地方公共団体等と 

の意見交換の回数 

年１回以上 

交換の実施状況 

・法改正後、更なる経営改

善を図るため、金融の有識

者による検討会を３回実

施（5/17,6/7,6/25）し、経

営改善に関する方向性（保

証・融資・コンサルティン

グ業務のあり方、組織のあ

り方など）を取りまとめ、

今後、中長期的に検討して

いくこととしている。 
 
・理事長、理事、課長等で

構成する企画運営会議に

おいて、国の金融支援であ

る「経営力強化保証制度」

（※１）、「協調支援型特別

保証制度」（※２）の取扱い

に関し協議を２回検討し

た。その後、鹿児島県や鹿

児島県信用保証協会と協

議した結果、両制度は保証

料を軽減するため、国から

信用保証協会に対し補助

が入るスキームになって

いること等から、奄美群島

の事業者が両制度を利用

する場合は、鹿児島県信用

保証協会が対応すること

になった。 
（これまでの経緯） 

 奄美群島については、奄美

基金が保証業務を行うとされ

ているが、国の経済対策等に

基づく特別な信用保証制度に

ついては、財政的裏付けがあ

り、かつ全国の信用保証協会

として実施されてきており、

奄美基金が対応できないこと
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○ 地方公共団体及び地

方公共団体事業への助

言・提案の実施状況 
 
【重要度：高】 

地域に密着した唯一の

公的金融機関である奄美

基金には、金融面から起業

や既存事業者の事業拡大

等を促進することが期待

されており、奄美群島振興

交付金の活用等とその業

務を連動させることは、群

島の産業振興への貢献を

使命とする奄美基金の役

割として重要であるため。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

○ 地方公共団体及び地

方公共団体事業への助

言・提案の実施状況 
・ 各市町村及び市町

村事業への助言・提案

の実施状況 年 12 回

以上 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

○ 地方公共団体及び地

方公共団体事業への助

言・提案の実施状況 
・ 各市町村及び市町

村事業への助言・提案

の実施状況 年 12 回

以上 
○ 地方公共団体、金融機

関等と連携した事業者

支援の実施状況 
・ 金融機関との協調

体制による経営改善

支援状況 年 45 件以

上 
・ 事業セミナーの開 

催 年２回以上 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

から、鹿児島県の立会のもと、

個別に鹿児島県信用保証協会

と覚書を締結することで、奄

美群島の事業者が同制度を利

用できないことを回避してい

る。 

（※１）新型コロナウイルス

感染症等の影響により積み上

がった債務の返済負担の増加

に伴う借換需要や原材料価格

の高騰等の環境の変化に対し

て ,金融機関をはじめとした

認定経営革新等支援機関が、

中小企業者の事業計画の策定

支援や継続的な経営支援を行

い ,引き続き中小企業の経営

力の強化を図るための制度 

（※２）原材料価格の高騰，

物価高，人手不足等の影響を

受ける中小企業者に対し ,金

融機関のプロパー融資と保証

付き融資を組み合わせること

などにより金融仲介機能の一

層の強化を図り，人手不足に

対応するための省力化投資に

より中小企業者の経営の安定

や事業の発展など多岐にわた

る経営課題解決への取組に資

することを目的とした制度 

 
○地域の事業者を支援す

るため、引き続き地方公共

団体、金融機関等との意見

交換会を定期的に実施し、

産業振興に資する各種施

策、奄美群島の産業・経済

動向や事業者の現況等の

情報共有、保証・融資の進

め方等について連携強化



 

10 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

を図った。 
・令和６年４月、国交省、

財務省、当基金役員が関係

機関（公庫鹿児島支店、商

工中金鹿児島支店、保証協

会、鹿銀大島支店、南銀大

島支店、奄美大島信用金

庫、奄美信用組合）へのト

ップセールスを実施し、令

和５年度奄美法改正や第

５期中期目標・計画策定な

どで打ち出した方向性に

ついて説明した。 
 
・役員が各島を訪問（令和

６年５月は徳之島、７月は

沖永良部、９月は与論島、

10月は喜界島）し、行政や

事業者、金融機関等へのヒ

アリングを実施し、コンサ

ルティング業務や融資限

度額引き上げの機能強化

策等を説明した。 
 

・令和６年４月、鹿児島県

の主催する奄美群島成長

戦略推進交付金に係る令

和７年度要望事業ヒアリ

ングへ基金職員が傍聴参

加し産業振興施策の把握、

情報収集等を行った。 

 

・令和６年 10 月、役員が

鹿児島大学の奄美群島拠

点シンポジウムでのパネ

ルディスカッション（産学

官金連携で目指す奄美群

島の未来）に参加し、奄美

の持続可能な発展に向け

た課題や課題に対応する

ための今後の金融支援等
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について発表した。 

 

・令和７年２月、総務企画

課の職員が各市町村を訪

問し、決算報告及び基金へ

の要望等意見交換を行い、

令和７年度から奄美市・和

泊町の独自の利子補給事

業を検討している旨の説

明を受け、役職員へ共有し

た。 

 

（意見交換の回数） 

・地方公共団体：19 回 

・金融機関：10 回 

 ・その他（鹿児島大学シ 

ンポジウム）１回 

 

○地方公共団体及び地方

公共団体事業への助言・

提案の実施状況 

・群島内地方公共団体が実

施する各種事業の検討・選

定等における委員会に外

部委員として20回参加し

金融情報及び事業計画策

定等について提言等を行

った。 

（奄美市繁盛店づくり支

援事業認定審査会、奄美市

土地処分検討委員会、奄美

市中小企業振興会議ほか） 

 

○地方公共団体、金融機関

等と連携した事業者支

援の実施状況 

・金融機関との協調体制に

よる経営改善支援として、

条件変更を 56 件、バンク

ミーティングを 29 件実施
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（４）奄美基金の認知度向

上、利用者への情報提

供及びニーズ等の調

査把握 
鹿児島県や奄美群島 12

市町村、商工関係団体と連

携した広報、ホームペー

ジ、窓口等の活用により奄

美基金の認知度を向上さ

せ、充実した情報を利用者

に分かりやすく、迅速に情

報提供をすることに努め

る。 
また、地域経済の現況に

即した金融の円滑化や事

業者支援のために、資金需

要、経営改善や事業承継等

に関するニーズ、地域経

済・金融状況を調査把握す

る。 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
（４）奄美基金の認知度向

上、利用者への情報提

供及びニーズ等の調

査把握 
鹿児島県や奄美群島 12

市町村、商工関係団体と連

携した広報、ホームペー

ジ、窓口等の活用により奄

美基金の認知度を向上さ

せ、充実した情報を利用者

に分かりやすく、迅速に情

報提供をすることに努め

る。 
具体的には、業務に関す

る利用者の理解を深める

ため、ホームページ、窓口

等を活用して、業務概要、

業務方法書や財務諸表等

奄美基金に関する情報や

事業経営の参考となる情

報等を分かりやすく提供

する。これらの情報は、原

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
（４）利用者への認知度向

上、情報提供及びニー

ズ等の調査把握 
 

 鹿児島県や奄美群島 12

市町村、商工関係団体と連

携した広報、ホームペー

ジ、窓口等の活用により奄

美基金の認知度を向上さ

せ、充実した情報を利用者

に分かりやすく、迅速に情

報提供をすることに努め

る。 
具体的には、業務に関す

る利用者の理解を深める

ため、ホームページ、窓口

等を活用して、業務概要、

業務方法書や財務諸表等

奄美基金に関する情報や

事業経営の参考となる情

報等を分かりやすく提供

する。これらの情報は、原

した。なお、目標の 45 件

に対して 85 件の実績とな

っている理由は、事業者の

業況や返済状況等を勘案

し、経営改善支援の必要性

を総合的に判断したこと

によるものである。 

 

・利用者のニーズを踏ま

え、地域の事業者に対する

適切な事業計画の策定や

経営改善を促進するため、

外部専門家を活用した事

業セミナーを２回実施し、

きめ細かな経営サポート

を実施した。 
 

（４）利用者への認知度向

上、情報提供及びニー

ズ等の調査把握 

 

○関係者と連携した広報

の実施状況 

・利用者や関係機関の利便

性の向上に資するため、引

き続きホームページ上に

ご意見箱（お問い合わせフ

ォーム）を設置するととも

に、本部及び出先事務所の

窓口や応接室に業務概要、

財務諸表等の資料を備え

付けることにより、利用者

や来客者に対し、分かりや

すく情報を提供した。 

 

・貸付金利の変更について

は、適用日と同日に奄美基

金のホームページへ掲載

し、財務諸表等その他の情
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【定量目標】 

○ 事業者向けアンケー

トの実施件数 年 100

先以上 
 

【指標】 
○ 関係者と連携した広

報の実施状況 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

則として、発表と同日中に

窓口に備え付けるととも

に、奄美基金のホームペー

ジに掲載するものとする。 
また、事業者の認知向上

のため、関係者が主催する

イベント等で積極的なＰ

Ｒを実施し、新規の顧客獲

得に努める。 
さらに、地域経済の現況

に即した金融の円滑化や

事業者支援のために、資金

需要、経営改善、事業承継

等に関する利用者ニーズ

を把握するための定期的

なアンケート調査の実施

や、奄美基金のホームペー

ジを活用した電子メール

での意見・質問受付け等を

行う。 

 
【定量目標】 
○ 事業者向けアンケー

トの実施状況 
・ アンケートの実施

件数 年 100 先以上 
【指標】 
○ 関係者と連携した広

報の実施状況 
・ 関係者主催イベン

ト等でのＰＲ回数 

年６回 
 

 

 

 

 

 

 

則として、発表と同日中に

窓口に備え付けるととも

に、奄美基金のホームペー

ジに掲載するものとする。 
また、事業者の認知向上

のため、関係者が主催する

イベント等で積極的なＰ

Ｒを実施し、新規の顧客獲

得に努める。 
更に、地域経済の現況に

即した金融の円滑化や事

業者支援のために、資金需

要、経営改善、事業承継等

に関する利用者ニーズを

把握するための定期的な

アンケート調査の実施や、

奄美基金のホームページ

を活用した電子メールで

の意見・質問受付け等を行

う。 
 
 
 
 
 
 

【指標】 
○ 関係者と連携した広

報の実施状況 
・ 関係者主催イベン

ト等でのＰＲ回数 

年６回 
○ 事業者向けアンケー

トの実施状況 
・ アンケートの実施

件数 年 100 先以上 

 
 
 

報については、同日中に窓

口の備え付け、ホームペー

ジへの掲載を行った。 

 

・窓口への同日備え付け及

びホームページへの掲載

の割合は 100％となった。 

 

・奄美基金の業務内容の周

知及び資金需要の詳細な

把握に資するため、役場や

各集落内の集会所等にお

いて資金説明会を実施し

た(農政座談会ほか)ほか、 

広域事務組合主催の事業

者支援事業の説明会に同

席し、出席者へ融資制度の

説明（５回）。また、同事業

に採用された方が今後の

事業展開等を発表するイ

ベントでブースを設置し、

基金をＰＲした（１回）。 

・農業資金説明会：１回 

・農政座談会・１回 

・大島地区商工会・商工会

議所職員研修会：１回 

 

◯事業者向けアンケート

の実施状況 

・利用者のニーズ等を把握

するため、アンケートを実

施した。 

 なお、利用者の声を更に

業務に反映させるべく、令

和６年度から事業者への

売上高、従業員数等にどの

程度貢献したかを測るこ

とができよう内容の改正

を行うとともに、アンケー
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○ 奄美群島の地域経済・

金融状況の調査等の実

施状況 
 

【重要度：高】 
地域に密着した唯一の

公的金融機関である奄美

基金には、奄美群島に特化

した商品開発による金融

の円滑化や事業者支援を

通じた産業振興への貢献

が求められており、利用者

ニーズ等の調査把握が必

要不可欠であるため。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 奄美群島の地域経済・

金融状況の調査等の実

施状況 
・ 奄美群島の経済状

況等に関する情報の

収集及び一定の区分

（島別、地方公共団体

別等）での整理を行

い、地方公共団体等と

の意見交換での活用

やホームページでの

情報発信を行う。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

○ 奄美群島の経済・金融

の調査等の実施状況 
 
・ 奄美群島の経済状

況等に関する情報の

収集及び一定の区分

（島別、地方公共団体

別等）での整理を行

い、地方公共団体等と

の意見交換での活用

やホームページでの

情報発信を行う。 

ト結果（貸付期間の見直

し、事業経営上の課題、現

在の業況、借入を検討する

際の重要度等）を分析し業

務改善等に繋げることと

した。 

（回答先数 45 件／調査先

数 100 件）※保証・融資共通 

また、課題等について

は、令和７年度以降引き続

き、企画運営会議等で協

議・検討を行うこととして

いる。 

 

○奄美群島の経済・金融の

調査等の実施状況 
・奄美群島の経済や金融動

向について情報の収集及

び整理を行っており、地方

公共団体等との意見交換

や各種委員会、決算ヒアリ

ング等で使用している。ま

た、役員が奄美群島地域通

訳案内士の講師（産業・経

済編）を務めており、その

講座でのテキストとして

も活用している。 
 

 

４．その他参考情報 
決算額（957,378 千円）が予算額（1,023,346 千円）に比して、65,968 千円減少している主な要因は、貸付金の支出減によるものである。 
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（令和６年度項目別評定調書） 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

１－２－（１）～（３） ２．保証業務 （１）事務処理の迅速化及び適正化、（２）適切な保証条件の設定・承諾、（３）期中管理体制の強化 

業務に関連する政策・施

策 
政策目標 10 国土の総合的な利用、整備及び保全、国土に関する情報の整備 

施策目標 39 離島等の振興を図る 
当該事業実施に係る根拠（個

別法条文など） 
奄美群島振興開発特別措置法 第 44 条、第 52 条第 1 項第 1 号、第 4 号及

び第 52 条第 2項第 1号、第 3号 
当該項目の重要度、困難

度 
・適切な保証条件の設定・承諾【困難度：高】 関連する政策評価・行政事業

レビュー 
－ 

 
２．主要な経年データ 
 主要なアウトプット（アウトカム）情報  ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標 基準値 
（前中期目標期間最

終年度値等） 

６年度 ７年度 ８年度 ９年度 10 年度  ６年度 ７年度 ８年度 ９年度 10 年度 

標準処理期間

の達成割合 
100.0％ 標準処理期間 ６日 100.0%     予算額（千円） 115,095     

審査事務等についての

点検及び見直しの検討 
１回 － ２回     決算額（千円） 117,698     

保証承諾額 600 百万円 － 475 百万円     経常費用（千円） 118,210     

事業者が必要としてい

る支援についての検討 ２回 － ２回     経常収益（千円） 50,868     

事業者の再生支援件数 ５件 － 17 件     行政コスト（千円） 118,210     

        従事人員数 ５     

 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

 業務実績 自己評価 
  

金融機関及び群島内の

事業者のニーズに的確に

対応した質の高いサービ

スを提供するため、以下の

点を踏まえて保証業務を

行うものとする。 
（１）事務処理の迅速化及

び適正化 
① 金融機関及び事業者

の利便性に資する観点

 
奄美基金は、保証業務の

実施に当たっては、以下の

点を踏まえることとする。 
 
 
 

（１）事務処理の迅速化及

び適正化 
① 審査の厳格化、経営支

援等のサービスの充実

 
奄美基金は、保証業務の

実施に当たっては、以下の

点を踏まえることとする。 
 
 
 

（１）事務処理の迅速化及

び適正化 
① 標準処理期間を６日

に設定し、以下の措置を

＜主な定量的指標＞ 
・標準処理期間内の事務

処理の達成度割合 
・審査事務等についての

点検及び見直しの検討 

（保証・融資業務共通） 
・保証承諾額 
・事業者が必要としてい

る支援についての検討

（保証・融資業務共通） 
・事業者の再生支援件数

＜主要な業務実績＞ 

 

 

 

 

 

 

（１）事務処理の迅速化及

び適正化 

○標準処理期間内の処理

割合 

＜評定と根拠＞ 

評定：Ｂ 

根拠：定量的指標の標準処

理期間内の処理割合及び

審査事務等についての点

検及び見直しの検討は目

標を達成している。 

また、審査能力の向上の

ため、研修の受講、金融機

関との情報交換、ＣＲＤの

活用も実施している。 

評定  
 

 

 

 

 

 

 

 



 

16 
 
 

から、標準処理期間を設

定して、審査の質を落と

すことなく業務の効率

化等により、その期間内

に全ての案件を処理す

る。 
 

＜目標水準の考え方＞ 
第五期中期目標期間に

おいては、前期に引き続

き、全ての案件を標準処理

期間内に処理する。 
なお、金融機関からの提

出書類やデータ不備の補

正、保証にあたって必要な

事業計画の根本的な見直

しに要する期間など、奄美

基金の責めに帰すべき事

由とならないものについ

ては、標準処理期間から除

く。 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 業務の質的向上や金

融機関及び事業者の手

続面での負担軽減等を

図り、適正な事務処理を

に留意しつつ、金融機関

及び事業者への利便性

に資する観点から、標準

処理期間を設定し、すべ

ての案件をその期間内

に処理するため、審査能

力の向上、関係金融機関

との情報交換、中小企業

信用情報データベース

システムの活用等を行

う。 
・ 標準処理期間６日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

② 業務の質的向上や金

融機関及び事業者の手

続面での負担軽減等を

図り、適正な事務処理を

講じること等により事

務処理を迅速化し、すべ

ての案件をその期間内

に処理する。 
・ 審査能力の向上を

図るため、外部の専門

機関の研修プログラ

ム等を活用した職員

研修を行う。 
・関係金融機関と群島

内事業者の業況等に

ついて随時情報交換

を行う。 
・  申込事業者の財務

諸表分析について中

小企業信用情報デー

タベースシステムを

活用する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

② 業務の質的向上や金

融機関及び事業者の手

続面での負担軽減等を

図り、適正な事務処理を

（保証・融資業務共通） 
 
＜その他の指標＞ 
・審査能力の向上を図る

ための職員研修の実施 
・関係金融機関との情報

交換 
・中小企業信用情報デー

タベースシステムの活

用 
・保証条件の定期的な見

直し 
・鹿児島県との検討会議

での協議（制度保証） 
 
＜評価の視点＞ 

事務処理の迅速化・適正

化、審査事務等についての

点検・見直しの検討、適切

な保証条件の設定等の状

況、期中管理体制の強化 

・標準処理期間内の処理割

合は100.0%と目標を達成す

ることができた。 

・審査能力の向上を図るた

め、顧問弁護士との勉強

会、㈱日本政策金融公庫等

が主催する外部研修（延べ

33 名）（前年度 48 名）を受

講した。 

 

○関係金融機関との情報

交換 

・群島内事業者の業況等情

報収集のため関係金融機

関との情報（意見）交換を

10 回実施した。（保証・融

資共通） 

 

○中小企業信用情報デー

タベースシステムの活用 

・申込事業者の財務諸表の

分析を客観的かつ迅速に

行うため中小企業信用情

報データベースを活用し

た。 

 

○審査事務等についての

点検及び見直しの検討 

・保証申込案件の受付もし

くは事前に打診があった

場合、業務課長を兼ねる理

事と協議を行い、速やかに

方向性を決定するよう手

順を見直した。 

 

・経営者保証には、経営者

への規律付けや債権保全

などの意義がある一方、経

営者保証に依存すること

加えて、令和６年度にお

ける保証承諾額について、

目標は下回ったものの、昨

年度の実績は上回ってい

るほか、事業者が必要とし

ている支援の検討として、

事業者経営改善支援・再生

支援委員会を開催し、よろ

ず支援拠点や中小企業活

性化協議会など外部機関

と連携した支援を実施し

ている。 

その他には、台風や大雨

の際には速やかに相談窓

口を設置し、事業者の精神

的負担を緩和するため、事

業者の状況に応じた支援

を行っている。 

これらの実績から定量

的な指標について「所期の

目標を下回っている」と認

められる評価項目がある

ものの、それ以外の指標及

び定性的な指標について

「目標の水準を満たして

いる」と認められることか

ら総合的に判断し、「Ｂ」と

する。 

＜困難度を「高」としてい

る項目＞ 

○適切な保証条件の設定・

承諾 
リスク区分に応じた段

階的な保証料率の設定、保

証条件や需要の動向把握

に関し、関係機関との意見

交換を実施する等、適切な

保証条件の設定に向けた

調査・検討及び審査事務等
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行うため、必要に応じて

見直しを行う。 
 
 
 
 
 
 
 
 

【指標】 
○ 審査事務等について

の点検及び見直しの実

施状況 
 
 
 
 
 

 

 

（２）適切な保証条件の設

定・承諾 
保証料率等の保証条件

については、適正な業務運

営の確保を前提として、奄

美基金の政策金融として

の役割､保証リスク､資金

需要等を勘案するととも

に、財務内容の改善や条件

不利地域における同業他

社との比較・検証結果を踏

まえた条件設定・承諾を行

う｡ 
また、保証需要の多様化

に対応するとともに、事業

者の負担軽減に資する地

方公共団体の制度保証に

ついて、地方公共団体と連

行うため、次の事項を実

施し、必要に応じて見直

しを行う。 
・ 保証引受、条件変更

等の各業務について、

業務の質的向上等に

資する観点から、審査

事務や期中管理手法

等について毎年度点

検を実施する。 
【指標】 
○ 審査事務等について

の点検及び見直しの検

討 年１回以上（保証・

融資業務共通） 
 
 
 
 
 

 

（２）適切な保証条件の設

定・承諾 
保証料率等の保証条件

について、振興開発計画に

沿った地域の特性及び自

然的特性等も踏まえつつ、

奄美基金の政策金融とし

ての役割、業務運営に必要

なコスト・保証リスク等財

務状況への影響及び新た

な資金需要等を勘案した

条件設定を行う｡ 
なお、保証条件の設定・

承諾については、定期的な

点検を行いつつ、財務内容

の改善、奄美群島における

経済情勢、条件不利地域に

おける同業他社との比較・

行うため、次の事項を実

施し必要に応じて見直

しを行う。 
・ 保証引受、条件変更

等の各業務について、

業務の質的向上等に

資する観点から、審査

事務や期中管理手法

等について毎年度点

検を実施する。 
【指標】 
○ 審査事務等について

の点検及び見直しの実

施状況 
・ 審査事務等につい

ての点検及び見直し

の検討 年１回以上

（保証・融資業務共

通） 
 

 

（２）適切な保証条件の設

定・承諾 
「奄美群島振興開発計

画」に沿った適切な保証条

件の設定を行うため、以下

の事項に取り組む。 
① 信用保証協会等他の

保証機関の保証料率、保

証限度等の保証条件に

ついて、調査、資料の収

集・整理等を行い、奄美

基金の保証条件との比

較検討を行う。 
② 鹿児島県が開催する

「中小企業融資制度研

究会」に出席し、鹿児島

県が設定する制度保証

について、新規制度の創

により、経営者による思い

切った事業展開や早期の

事業再生、円滑な事業承継

等を阻害する要因となっ

ていることから「経営者保

証に関するガイドライン」

に基づき所要の規程改正

を行い、要件に合致する事

業者は経営者保証を求め

ないこととした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）適切な保証条件の設

定・承諾 

○保証条件の定期的な見

直し・地方公共団体との

検討会議等での協議 
（制度保証） 

・鹿児島県主催の「中小企

業融資制度説明会」へ出席

し、新規制度等について協

議を行い、令和 7 年度にお

ける鹿児島県中小企業制

度資金融資要綱の改正へ

反映させた。主な制度改正

は以下のとおり。 

①経営改善支援資金の創

設 

②新分野開拓等支援資金

の創設及び経営力強化

についての点検・見直しの

検討を実施している。 
保証承諾額について、目

標は下回ったものの、昨年

度実績は上回っており、他

の金融機関とのコミュニ

ケーションを図り、保証業

務に係る案件の新規獲得

に努めていく。 

 

＜課題と対応＞ 

引き続き、事務処理の迅

速化等に努めるとともに、

リスク分担、資金需要を勘

案した適切な制度設定、条

件見直しに向けての調査・

検討等を進める。 

また、保証承諾額を増加

させるため、他の金融機関

とのコミュニケーション

を図っていく。 



 

18 
 
 

携を取りながら、適切な条

件が設定されるよう努め

る。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【定量目標】 
○ 保証承諾額 

令和６年度：600 百万円 
令和７年度：700 百万円 
令和８年度：800 百万円 
令和９年度：900 百万円 
令和 10 年度：1,000 百万円 

【困難度：高】 
奄美群島の資金需要や

実績を踏まえると、保証承

諾額の大幅な増加には法

人の相当の取組が必要で

あるため、困難度を「高」

とする。 
 

（３）期中管理体制の強化 
保証からその後の経営

安定までの支援及び経営・

再生支援を含む期中管理

検証結果を踏まえ、適時適

切に実施する。また、保証

承諾にあたっては、従来の

審査水準を維持しつつも、

PR活動等を強化し、審査件

数を増加させることで、引

き続きリスク管理債権の

抑制に留意しながら、承諾

額の増加を図る。 
さらに、地方公共団体が

設定する制度保証につい

て、奄美群島の産業特性及

び地域内事業者の状況を

踏まえつつ、新たな産業育

成に資する新規制度の創

設及び既存制度の改善等

について地方公共団体と

定期的な会議を開催する

等連携して取り組んでい

く。 
【定量目標】 
○ 保証承諾額 

令和６年度：600 百万円 
令和７年度：700 百万円 
令和８年度：800 百万円 
令和９年度：900 百万円 
令和 10 年度：1,000 百万円 
 
 
 
 
 
 
 

 

（３）期中管理体制の強化 
保証からその後の経営

安定までの支援及び経営・

再生支援を含む期中管理

設及び既存制度の改善

等について協議を行う。 
③ 地域経済の動向等を

踏まえ、各種産業分野に

対する保証条件の優遇

等について整理・検証

し、必要に応じ関係機関

と協議を行う。 
④ 上記の結果を踏まえ、

現在の保証条件の設定

が適切なものであるか

どうか業務運営に必要

なコスト・保証リスク等

財務状況への影響及び

資金需要を踏まえ検討

を行い、必要に応じて制

度保証の創設や保証条

件の見直しを行う。 
 
 

【指標】 
○ 令和６年度における

保証承諾計画額 600百

万円 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

（３）期中管理体制の強化 
審査を担当する業務課

において地区別担当制に

より審査部門と期中債権

資金の拡充 

③資金繰り円滑化対策の

期限延長 

 ・対象資金 

  中小企業振興資金（運

転設備資金） 

  小規模企業活力応援

資金 

 ・保証料補助率 

  0.05～0.15％（通常保

証料補助へ上乗せ） 

 ・取扱期間 

  令和８年３月 31 日 

（特別保証）（再掲） 

 

○保証承諾額は、計画 600 

百万円に対し、実績は 

475 百万円（対計画△125 

百万円）となり、達成率は 

79.2％となった。 

また、前年度実績 360 百

万に対しては115百万円の

増加（増加率 31.9％）とな

った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）期中管理体制の強化 

○事業者が必要としてい 

る支援についての検討

及び実施状況 
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体制を強化する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【指標】 
○ 事業者が必要として

いる支援についての検

討及び実施状況 

 

体制を強化する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【指標】 
○ 事業者が必要として

いる支援についての検

討及び実施状況 
・ 事業者が必要とし

ている支援について

の検討（事業者再生支

援委員会）年２回以上

（保証・融資業務共

通） 
・ 事業者の再生支援

件数 年５件以上（保

証・融資業務共通） 

管理部門を一貫して取り

扱うことにより事業者の

起業段階から経営安定に

到るまでの支援を図ると

ともにモニタリング、経営

相談の実施等を通じ利用

者の経営・再生支援体制等

の強化を図る。 
また、相談者の利便性の

向上を図るため、営業時間

の延長や奄美基金の事務

所を設置していない地域

での移動金融相談の実施

を検討する。 

 
【指標】 
○ 事業者が必要として

いる支援についての検

討及び実施状況 
・ 事業者が必要とし

ている支援について

の検討（事業者再生支

援委員会） 年２回以

上（保証・融資業務共

通） 
・ 事業者の再生支援

件数 年５件以上（保

証・融資業務共通） 

・効率的かつ効果的な業務

運営に資するため、業務課

において引き続き地区別

担当制を維持し担当職員

が審査から期中管理債権

の回収状況等の管理・保全

を行う期中管理まで全般

的に担当した。 
・また、事業者経営改善支 

援・再生支援委員会を２回 

開催し、17件の事業者の再 

生支援等について、よろず 

支援拠点や中小企業活性 

化協議会と連携した支援

等を実施した。 

 

・令和 6 年 9 月 10 日に台

風第 10 号により被災した

農業者等のための相談窓

口を設置した。特に額の大

きかった喜界町や第一次

産業に従事している事業

者については個別に連絡

を入れ、現況確認を行っ

た。 

 

・令和 6年 11 月 13 日に大

雨で被災した与論町の事

業者のために相談窓口を

設置した。特に基金を利用

している事業者に個別に

連絡を入れ、既存借入金の

返済方法等に関する相談

への対応に努めた。 

また、与論町役場や与論

町商工会にも相談窓口を

設置した旨連絡した。与論

町は防災無線により基金

の相談窓口設置を周知す
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るとのことであった。 

※令和7年2月には被災し

た大型スーパーに対し保

証により支援した。 

 

 
４．その他参考情報 
 決算額（117,698千円）が予算額（115,095千円）に比して、2,603千円増加している。代位弁済金（事業者が返済できなくなった債務を当基金が代わりに金融機関へ弁済するもの）が予算額より増え

ているため。 
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（令和６年度項目別評定調書） 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

１－３－（１）～（３） ３．融資業務 （１）事務処理の迅速化及び適正化、（２）適切な貸付条件の設定・貸付、（３）期中管理体制の強化 

業務に関連する政策・施

策 
政策目標 10 国土の総合的な利用、整備及び保全、国土に関する情報の整備 

施策目標 39 離島等の振興を図る 
当該事業実施に係る根拠（個

別法条文など） 
奄美群島振興開発特別措置法 第 44 条、第 52 条第 1 項第 2 号、第 4 号及

び第 52 条第 2項第 2号、第 3号 
当該項目の重要度、困難

度 
・適切な貸付条件の設定・貸付【重要度：高】、【困難度：高】 関連する政策評価・行政事業

レビュー 
－ 

 
２．主要な経年データ 
 主要なアウトプット（アウトカム）情報  ① 主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標 基準値 
（前中期目標期間最

終年度値等） 

６年度 ７年度 ８年度 ９年度 10 年度  ６年度 ７年度 ８年度 ９年度 10 年度 

標準処理期間

の達成割合 
100.0％ 

標準処理期間 ９日 

 
100.0%     予算額（千円） 908,250     

審査事務等についての

点検及び見直しの検討 １回 － １回     決算額（千円） 838,508     

貸付額 800 百万円 － 731 百万円     経常費用（千円） 118,590      

事業者が必要としてい

る支援についての検討 ２回 － ２回     経常収益（千円） 62,888       

事業者の再生支援件数 ５件 － 17 件      行政コスト（千円） 118,590     

        従事人員数 ５     

 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

 業務実績 自己評価 
  

群島内の事業者のニー

ズに的確に対応した質の

高いサービスを提供する

ため、以下の点を踏まえて

融資業務を行うものとす

る。 
（１）事務処理の迅速化及

び適正化 
① 利用者の利便性に資

する観点から、標準処理

 
奄美基金は、融資業務の

実施に当たっては、以下の

点を踏まえることとする。 
 
 
 

（１）事務処理の迅速化及

び適正化 
① 審査の厳格化、経営支

援等のサービスの充実

 
奄美基金は、融資業務の

実施に当たっては、以下の

点を踏まえることとする。 
 
 
 

（１）事務処理の迅速化及

び適正化 
① 標準処理期間を９日

に設定し、以下の措置を

＜主な定量的指標＞ 
・標準処理期間内の事務

処理の達成度割合 
・審査事務等についての

点検及び見直しの検討

（保証・融資業務共通） 
・貸付額 
・事業者が必要としてい

る支援についての検討

（保証・融資業務共通） 
・事業者の再生支援件数

＜主要な業務実績＞ 

 

 

 

 

 

 

（１）事務処理の迅速化及

び適正化 

○標準処理期間内の処理

割合 

＜評定と根拠＞ 

評定：Ｂ 

根拠：標準処理期間内の処

理割合及び審査事務等に

ついての点検及び見直し

の検討は目標を達成して

いる。 

また、審査能力の向上の

ため、研修の受講、金融機

関との情報交換、ＣＲＤの

活用も実施している。 

評定  
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期間を設定し、審査の質

を落とすことなく業務

の効率化等により、その

期間内に全ての案件を

処理する。 
 
＜目標水準の考え方＞ 

第五期中期目標期間に

おいては、前期に引き続

き、全ての案件を標準処理

期間内に処理する。 
なお、利用者からの提出

書類やデータ不備の補正、

融資にあたって必要な事

業計画の根本的な見直し

に要する期間など、奄美基

金の責めに帰すべき事由

とならないものについて

は、標準処理期間から除

く。 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 業務の質的向上や利

用者の手続面での負担軽

に留意しつつ、利用者へ

の利便性に資する観点

から、標準処理期間を設

定し、すべての案件をそ

の期間内に処理するた

め、審査能力の向上、関

係金融機関との情報交

換、中小企業信用情報デ

ータベースシステムの

活用等を行う。 
・ 標準処理期間９日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

② 業務の質的向上や利

用者の手続面での負担

講じること等により事

務処理を迅速化し、すべ

ての案件をその期間内

に処理する。 
・ 審査能力の向上を

図るため、外部の専門

機関の研修プログラ

ム等を活用した職員

研修を行う。 
・ 関係金融機関と群

島内事業者の業況等

について随時情報交

換を行う。 
・ 申込事業者の財務

諸表分析について中

小企業信用情報デー

タベースシステムを

活用する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

② 業務の質的向上や利

用者の手続面での負担

（保証・融資業務共通） 
 
＜その他の指標＞ 
・審査能力の向上を図る

ための職員研修の実施 
・関係金融機関との情報

交換 
・中小企業信用情報デー

タベースシステムの活

用 
・融資条件の定期的な見

直し 
 
＜評価の視点＞ 
 事務処理の迅速化・適正

化、審査事務等についての

点検・見直しの検討、適切

な保証条件の設定等の状

況、期中管理体制の強化 

・標準処理期間内の処理割

合は100.0%と目標を達成

することができた。 

 

・審査能力の向上を図るた

め、顧問弁護士による勉強

会、㈱日本政策金融公庫等

が主催する外部研修（延べ

33 名）（前年度 48 名）を受

講した。 

 

○関係金融機関との情報

交換 

・群島内事業者の業況等情

報収集のため関係金融機

関との情報（意見）交換を

10 回実施した。（保証・融

資共通） 

 

○中小企業信用情報デー

タベースシステムの活用 

・申込事業者の財務諸表の

分析を客観的かつ迅速に

行うため中小企業信用情

報データベースを活用し

た。 

 

・経営者保証には、経営者 

への規律付けや債権保全 

などの意義がある一方、経 

営者保証に依存すること 

により、経営者による思い 

切った事業展開や早期の 

事業再生、円滑な事業承継 

等を阻害する要因となっ 

ていることから「経営者保 

証に関するガイドライン」 

に基づき所要の規程改正 

を行い、要件に合致する業 

加えて、年間の貸付額に

ついて、目標は下回ったも

のの、昨年度の実績は上回

っているほか、事業者が必

要としている支援の検討

は、事業者経営改善支援・

再生支援委員会を開催し、

よろず支援拠点や中小企

業活性化協議会など外部

機関と連携した支援を実

施している。 

また、台風や大雨の際に

は速やかに相談窓口を設

置し、事業者の精神的負担

を緩和するため、事業者の

状況に応じた支援を行っ

ている。 

これらの実績から定量

的な指標について「所期の

目標を下回っている」と認

められる評価項目がある

ものの、それ以外の指標及

び定性的な指標について

「目標の水準を満たして

いる」と認められることか

ら総合的に判断し、評定を

「Ｂ」とする。  

 

＜重要度を「高」として

いる項目＞ 

＜困難度を「高」として

いる項目＞ 

○適切な貸付条件の設

定・貸付 

リスク区分に応じた段

階的な金利の設定、貸付条

件や需要の動向把握に関

し、地元市町村との意見交

換を実施する等、適切な貸
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減等を図り、適正な事務処

理を行うため、必要に応じ

て見直しを行う。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【指標】 
○ 審査事務等について

の点検及び見直しの実

施状況 
 
 
 
 
 
 
（２）適切な貸付条件の設

定・貸付 
貸付金利等の貸付条件

については、適正な業務運

営の確保を前提として、奄

美基金の政策金融として

の役割､貸付リスク､資金

需要等を勘案するととも

に、財務内容の改善や条件

不利地域における同業他

社との比較・検証結果を踏

まえた条件設定・貸付を行

う｡ 
 
 
 
 

軽減等を図り、適正な事

務処理を行うため、次の

事項を実施し必要に応

じて見直しを行う。 
・ 融資の審査、条件変

更等の各業務につい

て、業務の質的向上等

に資する観点から、審

査事務や期中管理手

法等について毎年度

点検を実施する。 

 
【指標】 
○ 審査事務等について

の点検及び見直しの検

討 年１回以上（保証・

融資業務共通） 
 
 

 
 

 
（２）適切な貸付条件の設

定・貸付 
奄美群島の産業特性を

踏まえた貸付金利、償還方

法等を定めているところ

であるが、これら融資条件

等について、既存メニュー

の利用状況や振興開発計

画に沿った地域の特性及

び自然的特性等も踏まえ

つつ、群島内事業者の資金

需要や市中金利及び奄美

基金の政策金融としての

役割、業務運営に必要なコ

スト・融資リスク等を勘案

するとともに、条件不利地

域における同業他社との

軽減等を図り、適正な事

務処理を行うため、次の

事項を実施し必要に応

じて見直しを行う。 
・ 融資の審査、条件変

更等の各業務につい

て、業務の質的向上等

に資する観点から、審

査事務や期中管理手

法等について毎年度

点検を実施する。 

 
【指標】 
○ 審査事務等について

の点検及び見直しの実

施状況 
・ 審査事務等につい

ての点検及び見直し

の検討 年１回以上

（保証・融資業務共

通） 

 
（２）適切な貸付条件の設

定・貸付 
「奄美群島振興開発計

画」に沿った適切な貸付条

件の設定を行うため、以下

の事項に取り組む。 
① 政府系金融機関等他

の融資機関の貸付利率、

貸付限度等の貸付条件

について、調査、資料の

収集・整理等を行い奄美

基金の制度との比較検

討を行う。 
② 地域経済の動向等を

踏まえ、各種産業分野に

対する融資条件の優遇

や限度額の見直しにつ

者は経営者保証を求めな 

いこととした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）適切な貸付条件の設

定・貸付 

○融資条件の定期的な見

直し 

・貸付金利については、㈱

日本政策金融公庫に準じ

て毎月設定しており、適切

な金利設定に努めた。ま

た、事業者の財務内容につ

いてリスク区分に応じた

段階的な金利設定を行っ

た。また、資金メニューの

一部に 0.5％上乗せしてい

たが、「奄美基金の経営改

善に関する検討会」で示さ

れた方向性を踏まえ、協議

を行い、上乗せ金利を廃止

付条件の設定に向けた調

査・検討及び審査事務等に

ついての点検・見直しの検

討を実施している。 

貸付額について、目標は

下回ったものの、昨年度実

績は上回っており、関係機

関との連携強化ほか、奄美

群島振興交付金を活用し

た利子補給事業と連携し

た融資を促進していく。 

 

＜課題と対応＞ 

引き続き、処理の迅速

化等に努めるとともに、

リスク区分に応じた段階

的な金利の設定、資金需

要を勘案した適切な条件

見直しに向けての調査、

検討等を進める。また、

融資残高を増加させるた

め、資金需要の掘り起こ

しや他の金融機関とのコ

ミュニケーションを図り

協調融資を進める。 
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【定量目標】 
○ 貸付額 

令和６年度：800 百万円 
令和７年度：900 百万円 
令和８年度：1,100 百万円 
令和９年度：1,300 百万円 
令和 10 年度：1,500 百万円 

 

【重要度：高】 
奄美基金が融資業務を

通じて、奄美群島の産業振

興に貢献するためには、地

域の資金需要に対応した

適切な貸付条件の設定が

必要不可欠であるため。具

体的には、移住促進や移住

者による起業等に係る資

金需要に対応する貸付条

件の設定などが想定され

る。 
また、安定した経営基盤

の確立と繰越欠損金の削

減のためにも、貸付リスク

を勘案した条件設定が必

比較・検証結果を踏まえた

条件設定を行う。 
なお、融資条件の設定・

貸付については、定期的な

点検を行いつつ、財務内容

の改善、奄美群島における

経済情勢、他の機関が行う

融資制度の状況等を勘案

し、適時適切に実施する。 
 

 

 

 

 

 

【定量目標】 
○ 貸付額 

令和６年度：800 百万円 
令和７年度：900 百万円 
令和８年度：1,100 百万円 
令和９年度：1,300 百万円 
令和 10 年度：1,500 百万円 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

いて、具体需要等を整

理・検証し、必要に応じ、

関係機関と協議を行う。 
③ 上記の結果を踏まえ、

現在の貸付条件の設定

が適切なものであるか

どうか業務運営に必要

なコスト・融資リスク等

財務状況への影響及び

資金需要、市中金利等を

踏まえ企画運営会議で

検討を行い、必要に応じ

て貸付条件の見直しを

行う。 

 

【指標】 
○ 令和６年度における

融資貸付計画額 800 百

万円 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

した（令和６年７月）。 

 

・令和５年度まで分密製糖

業を除いて小口の融資（上

限１億円）しかできなかっ

たが、今年度から、政令改

正により、協調融資に限り

大口の融資対象事業とし

て追加された、黒糖焼酎の

製造施設の整備や観光関

連施設の整備などの融資

限度額を原則５億円まで

引き上げた（令和６年４

月）。また、協調融資の際に

他の金融機関の貸付条件

（金利・貸付期間）の範囲

内で設定できるよう内規

を改正した（令和６年６

月）。 

 

・農・林業振興資金、水産

業振興資金の融資割合（被

補助事業 90%、補助事業

80%）を事業者の状況に応

じて、理事長が認める事業

者については、要件の見直

しを行った（令和６年６

月）。 

 

・観光関連産業振興資金の

経営安定改善の据置期間

を他の二次・三次産業の資

金を参考に、６ヶ月から１

年へ延長した（令和６年６

月）。 

 

・製糖企業合理化資金の施

設整備及び改善の貸付期

間を他の二次・三次産業の
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要であるため。 
【困難度：高】 

奄美群島の資金需要や

実績を踏まえると、貸付額

の大幅な増加には法人の

相当の取組が必要である

ため、困難度を「高」とす

る。 
 
 
 
 
 
（３）期中管理体制の強化 

貸付実行からその後の

経営安定までの支援及び

経営・再生支援を含む期中

管理体制を強化する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【指標】 
○ 事業者が必要として

いる支援についての検

討及び実施状況 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（３）期中管理体制の強化 

貸付実行からその後の

経営安定までの支援及び

経営・再生支援を含む期中

管理体制を強化する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【指標】 
○ 事業者が必要として

いる支援についての検

討及び実施状況 
・ 事業者が必要とし

ている支援について

の検討（事業者再生支

援委員会）年２回以上

（保証・融資業務共

通） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（３）期中管理体制の強化 
審査を担当する業務課

において地区別担当制に

より審査部門と期中債権

管理部門を一貫して取り

扱うことにより事業者の

起業段階から経営安定に

到るまでの支援を図ると

ともにモニタリング、経営

相談の実施等を通じ利用

者の経営・再生支援体制等

の強化を図る。 
また、相談者の利便性の

向上を図るため、インター

ネットを使用した面談等

を実施する。 
【指標】 
○ 事業者が必要として

いる支援についての検

討及び実施状況 
・ 事業者が必要とし

ている支援について

の検討（事業者再生支

援委員会） 年２回以

上（保証・融資業務共

通） 

資金を参考に、10年から20

年へ延長した（令和６年６

月）。 

○貸付額は、計画 800 百万

円に対し、実績は 731 百万

円（対計画△69百万円）と

なり、達成率は 91.4％とな

った。 

また、前年度実績 642 百

万に対しては 89 百万円の

増加（増加率 13.9％）とな

った。 

 

（３）期中管理体制の強化 

○事業者が必要としてい

る支援についての検討及

び実施状況 
・効率的かつ効果的な業務

運営に資するため、業務課

において引き続き地区別

担当制を維持し担当職員

が審査から期中管理債権

の回収状況等の管理・保全

を行う期中管理まで全般

的に担当した。 
 

・また、事業者経営改善支 

援・再生支援委員会を２回 

開催し、事業者の再生支援

等について、よろず支援拠

点や中小企業活性化協議

会と連携した支援等を実

施した（17 件）。 

 

・当基金の事務所を設置し

ていない喜界島、与論島に

おいて、両町の役場を介し

て利用者等とオンライン

相談ができる体制は構築



 

26 
 
 

・ 事業者の再生支援

件数 年５件以上（保

証・融資業務共通） 

・ 事業者の再生支援

件数 年５件以上（保

証・融資業務共通） 

している。また、ホームペ

ージ上にご意見箱（お問い

合わせフォーム）も設置し

ている。 

 

・令和 6 年 9 月 10 日に台

風第 10 号により被災した

農業者等のための相談窓

口を設置した。特に額の大

きかった喜界町や第一次

産業に従事している事業

者については個別に連絡

を入れ、現況確認を行っ

た。 

 

・令和 6年 11 月 13 日に与

論町の大雨に関する相談

窓口を設置した。特に基金

を利用している事業者に

個別に連絡を入れ、既存借

入金の返済方法等に関す

る相談への対応に努めた。

また、与論町役場や与論町 

商工会にも相談窓口を設

置した旨連絡した。与論町

は防災無線により基金の

相談窓口設置を周知する

とのことであった。 

 

 
４．その他参考情報 

決算額（838,508 千円）が予算額（908,250 千円）に比して、69,742 千円減少している主な要因は、令和５年度より貸付金は増加したものの、当初計画より貸付金の貸し出しが少なかったため。 
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（令和６年度項目別評定調書） 
１．当事務及び事業に関する基本情報 

２－１－（１）～（３） １．業務運営体制の効率化 （１）組織体制・人員配置の見直し、（２）審査事務等の効率化、（３）情報システムの整備及び管理 

当該項目の重要度、困難

度 
－ 関連する政策評価・行政事業

レビュー 
－ 

 
２．主要な経年データ 
 評価対象となる指標 達成目標 基準値 

（前中期目標期間最終年

度値等） 

６年度 ７年度 ８年度 ９年度 10 年度 （参考情報） 
当該年度までの累積値等、必要な

情報 
         

 
３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

 業務実績 自己評価 
  

（１）組織体制・人員配置

の見直し 
審査、債権管理、回収等

の一連の業務が効率的か

つ効果的に遂行されるよ

う､組織体制・人員配置の

見直しを行う。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）組織体制・人員配置

の見直し 
効率的かつ効果的な業

務運営体制に向けて、組織

体制・人員配置の見直しを

行う。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）組織体制・人員配置

の見直し 
効率的な業務運営体制

に向けて、以下の内容を含

む組織体制・人員配置の見

直しを行う。 
・ 業務課において、審査

委員会の活用による審

査体制の強化に努める

とともに、担当職員が審

査から期中管理まで全

般的に担当する地区別

担当制に引き続き取り

組み、資金需要の動向把

握、地区別相談会の実施

等による相談機会の増

加等を通じ、地域密着の

度合いを更に高め地域

金融機関として効果的

な業務運営を行う。 
・ 業務課・管理課の債権

管理業務において、回収

＜主な定量的指標＞ 
 － 
 
＜その他の指標＞ 
・組織体制・人員配置の見

直し 
・審査事務等の効率化 
・情報システムの整備及

び管理 
 
＜評価の視点＞ 
 業務運営体制の効率化

に向けた各般の取組及び

検討状況 

＜主要な業務実績＞ 
（１）組織体制・人員配置

の見直し 
・効率的な業務運営に資

するため、業務課におい

て引き続き地区別担当制

を維持し担当職員が審査

から通常債権の回収状況

等の管理・保全を行う期

中管理まで全般的に担当

した。 
 
・業務課、管理課におい

て、回収計画の立案、督促

等の実行、結果のフォロ

ー等債権管理サイクルを

確実に実行するととも

に、情報の共有、回収方策

の多方面からの検討及び

回収実績の向上を図る観

点から理事長、理事、業

務・管理課長等で構成す

る債権管理委員会で協議

＜評定と根拠＞ 

評定：Ｂ 

根拠：業務運営体制の効

率化に向け、引き続き地

区別担当制、審査委員会・

債権管理委員会等の活用

を図っているほか、経営

支援課の新設、大幅な人

事異動を実施し、再生支

援対象事業者に対して経

営維持、安定を目的に、経

営課題に対する対策面や

リスク管理など多方面か

らの意見を内部で集約

し、事業者に対してアド

バイスを行った。加えて、

事業者経営改善支援・再

生支援委員会において、

支援対象事業者ごとにフ

ォローアップの内容等に

ついて検証、審議してい

る。 

また、審査事務等の効

評定  
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計画の立案、督促等の実

行、結果のフォロー等債

権管理サイクルを確実

に実行するとともに、情

報の共有、回収方策の多

方面からの検討及び回

収実績の向上を図る観

点から債権管理委員会

で定期的な協議を行う。 
・ 保証及び融資の利用

者にかかる経営及び再

生支援を行うための「事

業者再生支援委員会」を

活用し、事業者の経営維

持・安定、事業再生を積

極的に支援する。 
・ 役員会で組織体制・人

員配置の見直しについ

て定期的な協議を行う。 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

を行った。（令和６年度は

138 件で昨年度より 26 件

増加） 
債権管理委員会での主

な協議内容は、初期延滞

は保証及び融資ともに延

滞３ヶ月経過を目安と

し、今後の延滞解消の方

法や回収の方向性を検討

している。条件変更につ

いては、今後の回収可能

性の可否等を踏まえなが

ら、債務者の状態に応じ

た対応を行っている。 
 
・再生支援対象事業者３

先、合実計画策定対象事

業者２先（令和５年度同

じ事業者）に対して経営

維持、安定を目的に、経営

課題に対する対策面やリ

スク管理など多方面から

の意見を内部で集約し、

事業者に対してアドバイ

スを行った。 
加えて、随時、事業者経

営改善支援・再生支援委

員会を開催し、フォロー

アップの内容及び進捗状

況について検証、審議を

行った。 
 
・効率的な業務の実施を

図るため、組織体制・人員

配置について役員会で協

議を行い、9/1 にコンサル

ティング業務を担当する

「経営支援課」を新設し

た。また、組織活性化や

個々の能力向上のため、

率化に資するために随

時、情報化推進委員会を

開催しているほか、昨年

度に引き続き外部有識者

を最高情報セキュリティ

アドバイサーとして招聘

し情報セキュリティ監査

指摘事項への対応等につ

いての協議を実施してい

る。加えて、ＰＭＯを設置

し情報システムの適切な

整備及び管理を行ってい

る。 

これらの実績から定性

的な指標について「目標

の水準を満たしている」

と判断し、評定を「Ｂ」と

する。 

  

＜課題と対応＞ 

引き続き、事務の効率

化に努める。 
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（２）データベースの活用 
  等 

業務の電子化、データベ

ースの活用等により業務

の効率化を図る。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）情報システムの整備

及び管理 

デシタル庁が策定した

「情報システムの整備及

び管理の基本的な方針」

（令和３年 12 月 24 日デ

 

 

 

（２）審査事務等の効率化 
顧客情報データベース

の改良、集約化の推進等に

より審査事務及びリスク

債権管理への活用を図り、

業務の効率化・高度化を図

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）情報システムの整備

及び管理 

デシタル庁が策定した

「情報システムの整備及

び管理の基本的な方針」

（令和３年 12 月 24 日デ

 
 
 
（２）審査事務等の効率化 

保証・融資業務の実施に

要する顧客情報データベ

ースの改良等電算システ

ムの効率化・集約化の推進

に努め、情報の高度利用を

図るとともにリスク債権

管理の減少への活用なら

びに事務処理の迅速化を

図る。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）情報システムの整備

及び管理 

デシタル庁が策定した

「情報システムの整備及

び管理の基本的な方針」

（令和３年 12 月 24 日デ

大幅な人事異動を実施し

た。 
 
(２）審査事務等の効率化 
・情報システムの活用に

よる情報化を推進し、業

務の迅速性及び効率化等

を図るため、ファイルス

トレージサービス（※１）

の利用開始した。 

（※１）当基金から外部

組織へメールする際の宛

先誤り時のダウンロード

不可や容量制限の解消等

のメリットあり。 
 
・情報セキュリティ監査

により情報セキュリティ

アドバイザーの設置や

CSIRT 責任者を定める等

の指摘を受け、対応した。 
デジタル化の推進に向

け、令和２年度から外部

有識者を最高情報セキュ

リティアドバイザーとし

て招聘し、今年度も対応

を協議（２回）（※２）し

た。 
（※２）外部インターネ

ットに接続するノートパ

ソコンの増加対応策、更

新パソコンのスペック相

談など 
 
（３）情報システムの整備

及び管理 
・ＰＭＯ（※３）を設置し

情報システムの適切な整

備及び管理に資する事案

の検討等を行い、情報シ



 

30 
 

ジタル大臣決定）に則り、

情報システムの適切な整

備及び管理を行う。 

ジタル大臣決定）に則り、

情報システムの適切な整

備及び管理を行う。 

ジタル大臣決定）に則り、

ＰＭＯの設置等を通じて

情報システムの適切な整

備及び管理を行う。 

ステムの最適化に向けた

取組に努めている。 
（※３）情報システムの

整備及び管理にかかる指

示、調整並びに支援を行

うための内部組織であ

り、情報システムの管理

台帳の作成、年間活動計

画の作成・周知などを行

う。 
 

 
４．その他参考情報 
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（令和６年度項目別評定調書） 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

２－２－（１）～（３） ２．一般管理費の適正化 （１）一般管理費の削減、（２）人件費の適正化、（３）給与水準の適正化 

当該項目の重要度、困難

度 
－ 関連する政策評価・行政事業

レビュー 
－ 

 
２．主要な経年データ 
 評価対象となる指標 達成目標 基準値 

（前中期目標期間最終年

度値等） 

６年度 ７年度 ８年度 ９年度 10 年度 （参考情報） 
当該年度までの累積値等、必要な

情報 
一般管理費 
（年度計画値）（千円） 

対令和５年度計画

比 7.0％以上削減 
19,440 19,168 18,896 18,624 18,351 18,079 － 

一般管理費 
（実績値）（千円） 

－ － 13,067     － 

削減率（計画） 
対令和５年度計画

比 7％の削減 
－ 1.4％ 2.8％ 4.2％ 5.6％ 7.0％ － 

 達成度 実績削減率 － 31.8%     － 
注）一般管理費は、人件費、公租公課等の所要額計上を必要とする経費を除いた金額である。 
注）人件費は、退職手当等を除いた金額である。 
３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

 業務実績 自己評価 
  

（１）一般管理費の削減 
一般管理費（人件費、公

租公課等の所要額計上を

必要とする経費を除く。）

について、中期目標期間の

最後の事業年度において、

第四期中期目標期間の最

終年度（令和５年度）比で

７％以上に相当する額を

削減する。 
 

 

 

 

 

 

（１）一般管理費の削減 
業務運営全体の効率化

を図ることなどにより、一

般管理費（人件費、公租公

課等の所要額計上を必要

とする経費を除く。）につ

いて、中期目標期間の最後

の事業年度において、第四

期中期目標期間の最終年

度（令和５年度）比で７％

以上に相当する額を削減

する。 
 

 

 

 

（１）一般管理費の削減 
業務運営全体の効率化

を図ることなどにより、一

般管理費（人件費、公租公

課等の所要額計上を必要

とする経費を除く。）につ

いて、中期目標期間の最後

の事業年度において、第四

期中期目標期間の最終年

度（令和５年度）比で

1.4％以上に相当する額を

削減する。 
・ 各課の連携による業

務の合理化及び効率的

な業務の実施を図ると

＜主な定量的指標＞ 

・一般管理費削減率 

６年度：1.4％ 

７年度：2.8％ 

８年度：4.2％ 

９年度：5.6％ 

10 年度：7.0％ 

 

＜その他の指標＞ 

・人件費の適正化 

第四期中期目標期間の

最終年度（令和５年度）の

水準を維持する。 

 

＜評価の視点＞ 

一般管理費の削減、人

＜主要な業務実績＞ 

（１）一般管理費削減 

・第四期の中期目標期間

の最終年度（令和５年度）

比で 1.4％以上の削減目

標に対し、32.8％の削減が

図られた。 

これは、一般管理費（人

件費、公租公課等の所要額

計上を必要とする経費を

除く。）のうち、オンライ

ン会議の活用により旅費

交通費等の節減に努めた

ことから計画に対して

6,101 千円の減となった。 

・また、毎月行われる理事

＜評定と根拠＞ 
評定：Ａ 
根拠：一般管理費の削減、

及び人件費の抑制につい

て「所期の目標を上回る

成果が得られている」と

判断し、評定を「Ａ」とす

る。 
なお、対国家公務員ラ

スパイレス指数は、令和

６年度は90.4と前年度に

比して１ポイント減少

し、依然として低い水準

を維持している。 

 
＜課題と対応＞ 

評定  
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（２）人件費の適正化 
人件費については、奄美

基金の財政状況や業務の

増減を鑑み、国家公務員一

般職の職員の給与に関す

る法律の改正を参照しつ

つ、外部人材の活用も含め

て適正に運用する。 
＜想定される外部要因＞ 

人件費の適正化につい

ては賃上げや公務員の待

遇改善に関する政府全体

の議論を評価において考

慮するものとする。 
 
 
 
 
 

（３）給与水準の適正化 
給与水準の適正性につ

いて検証し、その結果や適

正化への取組状況を公表

し、国民から納得が得られ

る説明を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）人件費の適正化 
人件費については、前期

の最終年度（令和５年度）

の水準を維持することを

基本としながら、奄美基金

の財政状況や業務量の増

減を鑑み、国家公務員一般

職の職員の給与に関する

法律の改正を参照にしつ

つ、外部人材の活用も含め

て適正に運用する。 
 

 

 

 

 

 

 

 

（３）給与水準の適正化 
国家公務員の給与構造

改革を踏まえて、役職員の

給与について、引き続き必

要な見直しを進めるとと

もに、給与水準の適正性に

ついて検証し、その検証結

果や適正化への取組状況

について公表し、国民に対

して納得が得られる説明

を行う。 

ともに全般的な見直し

を行うことにより一般

管理費の抑制を図る。 
・ 各種経費について、役

職員に対し、支出状況等

定期的な周知を行い、コ

スト意識を徹底させる。 
 

（２）人件費の適正化 
人件費については、前期

の最終年度（令和５年度）

の水準を維持することを

基本としながら、奄美基金

の財政状況や業務量の増

減を鑑み、国家公務員一般

職の職員の給与に関する

法律の改正を参照にしつ

つ、外部人材の活用も含め

て適正に運用する。また、

適切な人事考課制度の運

用を図り、人件費を含めた

年度全体の支出計画と実

績の比較や前年度実績と

の比較について、毎月の定

例会で報告し、協議を行

う。 
 

（３）給与水準の適正化 
国家公務員の給与構造

改革を踏まえて、役職員の

給与について、引き続き必

要な見直しを進めるとと

もに、給与水準の適正性に

ついて検証し、その検証結

果や適正化への取組状況

について公表し、国民に対

して納得が得られる説明

を行う。 

件費の適正化及び給与水

準の適正化の検証、検証

結果や適正化への取組状

況に係る公表等の状況 

長、理事、課長等で構成す

る定例会において、対前年

度比較や増減の大きい科

目など予算執行状況の把

握に努めた。 

 

 

 

（２）人件費の適正化 

・職員の休職や退職等に

伴い、第四期の中期目標期

間の最終年度（令和５年

度：168,297 千円）比で

3.6％の削減が図られ、

162,237 千円の実績とな

った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）給与水準の適正化 

・令和６年度給与水準の

適正性について検証を行

い、ホームページで公表し

ている。※対国家公務員ラ

スパイレス指数（事務・技

術）は、これまで各種手当

てのカット等に努めてお

り、職員のモチベーション

維持にも配慮しつつ、可能

な範囲で人件費の削減に

努めた結果 90.4（R5：

91.4）となっている。 

引き続き、適切な一般

管理費の運用に努める。 
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４．その他参考情報 
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（令和６年度項目別評定調書） 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

２－３－（１）～（２） ３．人材育成 （１）職員研修・資格取得の推進、（２）人事交流・業務連携の強化 

当該項目の重要度、困難

度 
－ 関連する政策評価・行政事業

レビュー 
－ 

 
２．主要な経年データ 
 評価対象となる指標 達成目標 基準値 

 
６年度 ７年度 ８年度 ９年度 10 年度 （参考情報） 

当該年度までの累積値等、必要な

情報 
年間受講者数 ２５名    － ３３名      
内部勉強会の回数 ４回     － ５回      

 
３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

 業務実績 自己評価 
 「独立行政法人改革等

に関する基本的な方針」

（平成 25 年 12 月 24日閣

議決定） を踏まえ、以下

のとおり人材育成に取り

組む。 
（１）職員研修・資格取得

の推進 
奄美基金における職員

研修を充実させるととも

に、小規模な事業者への支

援や農業分野で専門的な

研修を実施している株式

会社日本政策金融公庫の

研修プログラム等を活用

した職員研修と金融業務

に資する資格取得を推進

する。 
 
 
 
 

「独立行政法人改革等

に関する基本的な方針」

（平成 25 年 12 月 24 日閣

議決定） を踏まえ、以下

のとおり人材育成に取り

組む。 
（１）職員研修・資格取得

の推進 
金融機関としての質的

向上を図るため、外部の研

修プログラム等を活用し

た職員の研修や資格取得

を推進する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

「独立行政法人改革等

に関する基本的な方針」

（平成 25 年 12 月 24 日閣

議決定） を踏まえ、以下

のとおり人材育成に取り

組む。 
（１）職員研修・資格取得

の推進 
金融機関としての質的

向上を図るため、研修にか

かる実施方針に即した研

修計画を策定し日本政策

金融公庫及び外部の専門

機関等の研修プログラム

等を活用した職員研修を

行うとともに業務に資す

る職員の資格取得を推進

する。 
特に、事業者のコンサル

ティングに資する資格取

得や奄美群島の成長戦略

を強化すべき産業の専門

＜主な定量的指標＞ 
・職員研修の実施 
・内部勉強会の回数 
 
＜その他の指標＞ 
・資格取得の推進 
・人事交流、業務連携の強

化 
 
＜評価の視点＞ 

人材育成のための各種 
取組の状況 
 

＜主要な業務実績＞ 

 

 

 

 

 

◯職員研修の実施 

・人材育成及び職員の能

力・知識向上に資するた

め、年間延べ 33 名（昨年

48 名）の職員が顧問弁護

士、㈱日本政策金融公庫等

が主催する外部研修を受

講した。 

具体的には、 

・顧問弁護士研修（時効更

新の手段、連帯保証債務免

除時の債務者の同意、所有

権移転登記が困難な物件

の回収方策等）７名 

・日本公庫の研修（返済管

理一般研修、ソーシャルビ

＜評定と根拠＞ 

評定：Ａ 

根拠：職員研修の受講者

数は目標25名以上のとこ

ろ、実績は 33名と大きく

上回っている。 

㈱日本政策金融公庫等

の外部研修の受講後は、

勉強会で職員にフィード

バックすることにより、

知識の共有を図ってい

る。 

また、金融機関として

の更なる資質及び専門性

を高める目的で職員が企

画し講師となった内部勉

強会の開催は目標４回の

ところ、実績は５回と上

回っているなど人材育成

に向けた取り組みを行っ

ている。 

外部機関との連携強化

評定  
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【指標】 
○ 組織の課題及び受講

内容の検討、研修計画の

策定、実施状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
【指標】 
○ 組織の課題及び受講

内容の検討、研修計画の

策定、実施状況 
・ 受講者数（延べ）年

25 人以上 
・ 外部研修を受講し

た職員が講師として

開催した内部勉強会

の回数 年４回以上 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

性を高める研修（日本政策

金融公庫の農業経営アド

バイザーなど）を受講す

る。 
また、知識の定着を図る

ため、これまで外部研修

（通信講座を含む）を受講

した職員が講師となり、内

部での研修を実施する。 
【指標】 
○ 組織の課題及び受講

内容の検討、研修計画の

策定、実施状況 
・ 受講者数（延べ） 

年 25 人以上 
・ 外部研修を受講し

た職員が講師として

開催した内部勉強会

の回数 年４回以上 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ジネス支援研修、農業経営

アドバイザー）３名 

・法務省研修（予防司法支

援制度等、民事・行政訴訟

入門）１名 

・CRD 協会研修（財務分析 

等）８名 

・鹿児島県事業承継・引継

ぎ支援センター研修（事業

承継等）２名 

 

・また、総務省、かごしま

産業支援センター等が主

催するオンラインセミナ

ー（中小企業向支援等）を

受講した（計９回、受講者

数：延べ 12 名）。 

 

・同公庫の研修を受講し

た職員は研修終了後、勉強

会を２回実施し、研修内容

を役職員で共有した。 

・加えて、金融機関として

の更なる資質及び専門性

を高める目的で職員が講

師となった内部勉強会を

３回開催した。 

 

○資格取得の推進 

・業務に資する職員の資

格取得を推進したものの

令和６年度は新たな資格

取得者はいなかった。 

・なお、資格取得者（FP（２

級以上）、宅地建物取引士、

簿記（２級以上）等）の累

計は 16 名（昨年度末 22名

／資格を取得していた職

員が退職したため縮小）と

なっている。 

については、商工中金と

のシンジケート・ローン

業務における覚書締結や

鹿児島大学の認定コーデ

ィネーターの認定を受け

るなど、事業者の支援ニ

ーズや経営課題に応じて

対応している。 

以上、定量的な指標に

ついて「所期の目標を上

回る成果が得られて」お

り、各種取組も一定の成

果をあげていると判断

し、評定を「Ａ」とする。 

＜課題と対応＞ 

引き続き、金融機関と

して質的向上を図るため

の人材育成に努めるとと

もに金融機関等との業務

連携等の強化を図ること

としている。 
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（２）人事交流・業務連携

の強化 
地域連携による人材育

成の観点から、地元自治体

との一層の人事交流を検

討するとともに、審査体制

やコンサルティング機能

の強化を図るため、株式会

社日本政策金融公庫など

外部の金融機関等との人

事交流、業務連携を実施

し、さらに、必要に応じて、

外部のコンサルティング

専門機関の知見も活用す

る。 

 
 
 
（２）人事交流・業務連携

の強化 
政策実施機能をさらに

向上させるとともに審査

体制やコンサルティング

機能の強化を図るため、株

式会社日本政策金融公庫

等外部の金融機関等との

人事交流、業務連携等を実

施するほか、必要に応じて

外部のコンサルティング

専門機関等の知見も活用

する。 

 
 
 
（２）人事交流・業務連携

の強化 
政策実施機能の一層の

向上、審査体制及びコンサ

ルティング機能の強化を

図るため、日本政策金融公

庫等との人事交流、業務連

携及び情報交換、勉強会を

実施することにより地域

金融機関としての役割強

化に資する人材育成と組

織力の向上を図る。 
 

 

※1 人で複数の資格を取

得している者も含む。 

 

（２）人事交流、業務連携

の強化 

・平成 27 年度から日本政

策金融公庫の短期の集合

研修プログラム（審査・債

権管理関係）を活用した職

員研修に参加しており、６

年度は集合研修で２名受

講した。 

 

・研修後は、勉強会を必須

とし、研修内容を役職員で

共有している。 

 

・平成 28 年２月に同公庫

と業務提携について合意

し、同公庫鹿児島支店と勉

強会や意見交換等を行っ

ており、今後の連携内容等

についての検討を進めて

いる。 

 

・令和６年６月 18 日に商

工中金鹿児島支店とシン

ジケートローン業務にお

ける覚書を締結し、大口の

資金調達等に取り組む中

小企業を後押しするため

双方のネットワークを活

用し、中小企業の円滑な資

金調達をサポートするこ

ととした。 

 

・令和６年 10 月 30 日に

経営支援課職員２名が鹿

児島大学の認定コーディ

ネーター制度の研修を受
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講。同職員は、今後、同大

学の研修シーズ・研究情

報、イベント情報などを企

業等に情報提供するほか、

企業等からの相談案件を

同大学のコーディネータ

ーに橋渡しすることも可

能となった。 

 

・その他、外部機関との連

携先は以下のとおり。 

＜業務提携先＞ 

（人材確保） 

・かごしま産業支援セン

ター（プロ人財拠点）

【R4.7.1 覚書】 

・広域から副業・兼業人材

活用実証事業受託【R6 年

度～】 

（販路拡大・知的財産） 

・かごしま産業支援セン

ター（よろず支援拠点） 

・鹿児島県知財総合支援

窓口【R5.8.31 協定書・覚

書】 

（再生支援） 

・中小企業活性化協議会

【R5.6.30 秘密保持契約

書】 

（事業承継・Ｍ＆Ａ） 

・日本公庫（事業承継マッ

チング支援）【R5.9.27 覚

書】 

・鹿児島県事業承継・引継

ぎ支援センター 

 

・今後は、引き続き同公庫

の短期の研修への参加等

を通じ、人事交流に努める

こととし、業務提携につい
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ては、同公庫のほか対象と

なる金融機関、会議等の頻

度、内容について一層の検

討を進めることとする。 

 

 
４．その他参考情報 
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（令和６年度項目別評定調書） 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

２－４ ４．入札及び契約手続きの適正化・透明化 

当該項目の重要度、困難

度 
－ 関連する政策評価・行政事業

レビュー 
－ 

 
２．主要な経年データ 
 評価対象となる指標 達成目標 基準値 

（前中期目標期間最終年

度値等） 

６年度 ７年度 ８年度 ９年度 10 年度 （参考情報） 
当該年度までの累積値等、必要な

情報 
         

 
３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

 業務実績 自己評価 
   

入札及び契約手続の透

明性の確保、公正な競争

の確保、不正行為、反社会

的勢力の排除の徹底等を

推進するとともに、「独立

行政法人における調達等

合理化の取組の推進につ

いて」（平成 27 年５月 25
日総務大臣決定）を着実

に実施する。 
また、入札・契約の適正

な実施について、監事及

び会計監査人等による監

査によりチェックを受け

る。 

  
 入札及び契約手続の透

明性の確保、公正な競争

の確保、不正行為、反社会

的勢力の排除の徹底等を

推進するとともに、「独立

行政法人における調達等

合理化の取組の推進につ

いて」（平成 27 年５月 25
日総務大臣決定）に基づ

き、毎年度「調達等合理化

計画」を策定・公表の上、

着実に実施する。 
 また、入札・契約の適正

な実施について、監事及

び会計監査人等による監

査によりチェックを受け

る。 

  
 入札及び契約手続の透

明性の確保、公正な競争

の確保、不正行為、反社会

的勢力の排除の徹底等を

推進するとともに、調達

方式の適正化を図るた

め、随意契約によること

が真にやむを得ない場合

を除き、「独立行政法人に

おける調達等合理化の取

組の推進について」（平成

27年５月25日総務大臣決

定）を踏まえた取組を着

実に実施・公表し、フォロ

ーアップを行うとともに

契約監視委員会における

審議や内部監査、監事及

び会計監査人による監査

において入札及び契約の

適正な実施についてチェ

ックを受ける。 

＜主な定量的指標＞ 
 － 
 
＜その他の指標＞ 

入札及び契約手続きの

適正化・透明化、「調達等

合理化計画」を踏まえた

取組 
 
＜評価の視点＞ 
 入札及び契約手続きの

適正化・透明化の状況 

＜主要な業務実績＞ 

〇入札及び契約手続きの

適正化・透明化 

・入札及び契約手続きの

透明性の確保、公正な競

争の確保、不正行為、反社

会的勢力の排除の徹底等

を推進するとともに、調

達方式の適正化に努めた

結果、契約事務の執行体

制や令和６年度における

契約について、監事、内部

監査担当及び会計監査人

から指摘は受けていな

い。 

 

〇「調達等合理化計画」を

踏まえた取組 

（１）一者応募・応札案 

件の皆無 

・令和６年度における会

計監査人の選任について

は、HP 上で公募をおこな

＜評定と根拠＞ 

評定：Ｂ  

根拠：令和６年度に係る

入札及び契約手続きにつ

いて監事、内部監査担当

及び会計監査人による監

査の点検等において指摘

等は受けていない。 

また、契約監視委員会

においては、令和６年度

調達等合理化計画の自己

評価（案）及び令和７年度

調達等合理化計画（案）等

について点検を受け、了

承との結果が示された。

その結果についてはホー

ムページで公表してい

る。 

これらの実績から定性

的な指標について「目標

の水準を満たしている」

と判断し評定を「Ｂ」とす

る。 

評定  
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った上で、過去に監査実

績のあった監査法人に対

して、企画競争への参加

についての周知を行っ

た。 

・令和６年度における官

公需契約実績は、58 件、

5,389 千円となっている

（中小企業者：47 件、

4,303 千円、中小企業者以

外：11 件、1,086 千円）。

中小企業者以外の契約は

電算機器の購入、求人広

告費等である。 

・また、調達する物品等は

グリーン購入法等に適し

たものを購入した。 

 

（２）監事、内部監査担当

及び会計監査人による点

検 

・令和６年度における契

約手続きについて、監事、

内部監査担当及び会計監

査人による監査におい

て、指摘は受けていない。 

 

（３）調査・周知結果、監

事意見等 

・eラーニング方式で開催

された会計検査院主催の

「令和５年度決算検査報

告説明会」を令和７年２

月 20日に監事が聴講し、

同時に、説明会資料を役

職員へ周知した。また、周

知事項については、期中

監事監査において報告を

行った（意見は特にな

し）。 

 

 

＜課題と対応＞ 

引き続き、適切な入札

及び契約手続に努める。 
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４．その他参考情報 
 

・令和６年度締結した契

約、令和６年度調達等合

理化計画の自己評価（案）

及び令和７年度調達等合

理化計画（案）について、

外部有識者の委員及び監

事で構成する契約監視委

員会の点検を受け、了承

との結果が示された。 

・また、令和６年度に締結

した「競争性のない随意

契約」に係る情報及び契

約監視委員会の議事要旨

について、ホームページ

にて公表している。 
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（令和６年度項目別評定調書） 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

３－１－（１）～（５） 
１．リスク管理債権の抑制 （１）保証・融資業務の適切な実施、（２）新規の債権に対する管理強化、（３）審査委員会の活用、（４）民間金融機関との連

携・協調、（５）担保設定の柔軟化 
当該項目の重要度、困難

度 
・保証・融資業務の適切な実施【困難度：高】 関連する政策評価・行政事業

レビュー 
－ 

 
２．主要な経年データ 
 評価対象となる指

標 
達成目標 基準値 

（前中期目標期間最終年

度値等） 

６年度 ７年度 ８年度 ９年度 10 年度 （参考情報） 
当該年度までの累積値等、必要な情報 

【保証業務】 
リスク管理債権割

合 
年度計画値 

35.0％ 

第五期中期目標期

間最終年度（令和

10 年度）目標値 

第四期中期目標期間

最終年度（令和５年

度）目標値と同率 

 

38.4％ 

 

 

37.5％ 

 

 

36.6％ 

 

35.7％ 35.0％ 

 

リスク管理債権割

合 
実績値 

－ 
39.4％ 

（令和５年度実績値） 
41.9%     

 

達成度 
－ － 94.3% 

    94.3%（＝通常債権実績値 58.1%（100%－41.9%）

／通常債権計画値 61.6%（100%－38.4%）） 

平成 16 年 10 月以降保証し

た債権のリスク管理債権割

合 

年度計画値 

 

25.5％ 

第四期中期目標期間

最終年度（令和５年

度）目標値と同率 

 

25.5％ 

 

25.5％ 

 

25.5％ 

 

25.5％ 

 

25.5％ 

 

平成 16 年 10 月以降保証し

た債権のリスク管理債権割

合 

実績値 

 

－ 22.1％ 

（令和５年度実績値） 

 

26.3% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

達成度 
－ － 98.9% 

    98.9%（＝通常債権実績値 73.7%（100%－26.3%）

／通常債権計画値 74.5%（100%－25.5%）） 

【融資業務】 
リスク管理債権割

合 
年度計画値 

31.0％ 

第五期中期目標期

間最終年度（令和

10 年度）目標値 

第四期中期目標期間

最終年度（令和５年

度）目標値と同率 

 

36.9％ 

 

 

35.4％ 

 

 

33.9％ 

 

 

32.4％ 

  

31.0％ 

 

リスク管理債権割

合 
実績値 

－ 

34.6％ 

（令和５年度実績

値） 

33.2%     

 

達成度 
－ － 105.9% 

    105.9%（＝通常債権実績値 66.8%（100%－33.2%）／

通常債権計画値 63.1%（100%－36.9%）） 
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平成 16 年 10 月以降融資し

た債権のリスク管理債権割

合 

年度計画値 

24.8％ 

中期目標期間最終年度

（令和 10 年度）目標値 

第四期中期目標期間

最終年度（令和５年

度）目標値と同率 

 

28.6％ 

 

27.6％ 

 

26.6％ 

 

25.6％ 

 

24.8％ 

 

平成 16 年 10 月以降融資し

た債権のリスク管理債権割

合 

実績値 

－ 
25.3％ 

（令和５年度実績値） 
25.1% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

達成度 
－ － 104.9% 

    104.9%（＝通常債権実績値 74.9%（100%－25.1%）／

通常債権計画値 71.4%（100%－28.6%）） 

 【保証業務】 
リスク管理債権総

額 
年度計画値 

915 百万円 

第五期中期目標期

間最終年度（令和

10 年度）目標値 

－ 1,004 百万円 981 百万円 958 百万円 935 百万円 915 百万円 

 

リスク管理債権総

額 
実績値 

－ 

931 百万円 

（令和５年度実績

値） 

975 百万円     

 

達成度 
－ － 103.0% 

    103.0%（＝リスク管理債権計画額 1,004,000 千

円／リスク管理債権実績額 974,853 千円） 

平成 16 年 10 月以降保証し

た債権のリスク管理債権総

額 

年度計画値 

526 百万円 － 

 

526 百万円 

 

526 百万円 

 

526 百万円 

 

526 百万円 

 

526 百万円 

 

平成 16 年 10 月以降保証し

た債権のリスク管理債権総

額 

実績値 

－ 

406 百万円 

（令和５年度実績

値） 

 

483 百万円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

達成度 
－ － 109.0% 

    109.0%（＝リスク管理債権計画額 526,000 千

円／リスク管理債権実績額 482,553 千円） 

【融資業務】 
リスク管理債権総

額 
年度計画値 

926 百万円 

第五期中期目標期

間最終年度（令和

10 年度）目標値 

－ 1,103 百万円 1,058 百万円 1,013 百万円 968 百万円 926 百万円 

 

リスク管理債権総

額 
実績値 

－ 

1,004 百万円 

（令和５年度実績

値） 

964 百万円     

 

達成度 
－ － 114.5% 

    114.5%（＝リスク管理債権計画額 1,103,000 千

円／リスク管理債権実績額 963,669 千円） 
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平成 16 年 10 月以降融資し

た債権のリスク管理債権総

額 

年度計画値 

642 百万円 

中期目標期間最終年度

（令和 10 年度）目標値 

－ 741 百万円 

 

716 百万円 

 

691 百万円 

 

666 百万円 

 

642 百万円 

 

平成 16 年 10 月以降融資し

た債権のリスク管理債権総

額 

実績値 

－ 

643 百万円 

（令和５年度実績

値） 

650 百万円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

達成度 
－ － 114.0% 

    114.0%（＝リスク管理債権計画額 741,000 千

円／リスク管理債権実績額 649,991 千円） 

債権回収に係る訪問督促 120 件 － 72 件      
事業者の伴走支援取組 24 件 － 21 件      
【保証業務】 
新規債権のリスク

管理債権割合 
15％以下 

第四期中期目標期間

最終年度（令和５年

度）目標値と同率 

 

1.1% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

達成度 
－ － 116.4% 

    116.4%（＝通常債権実績値 98.9%（100%－1.1%）

／通常債権計画値 85.0%（100%－15.0%） 

【融資業務】 
新規債権のリスク

管理債権割合 
15％以下 

第四期中期目標期間

最終年度（令和５年

度）目標値と同率 

 

0.0% 

     

達成度 
－ － 117.6% 

    117.6%（＝通常債権実績値 100.0%（100%－

0.0%）／通常債権計画値 85.0%（100%－15.0%） 

民間金融機関との連携・

協調の在り方についての

検討 
２回 － 4 回 

     

【保証業務】 
協調融資によるリス

ク分散の件数・金額 

5 件 

110 百万円 
－ 

           7 件 

126 百万円 

     

【融資業務】 
協調融資によるリス

ク分散の件数・金額 

3 件 

110 百万円 
－ 

4 件 

32 百万円 

     

※達成度が 100.0%以上である場合には「目標達成」、達成度が 100.0%未満である場合には「目標未達成」とする。 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

 業務実績 自己評価 
  

（１）保証・融資業務の適

切な実施 
 

 

（１）保証・融資業務の適

切な実施 

保証及び融資業務にお

 

（１）保証・融資業務の適切

な実施 
保証及び融資業務におい

＜主な定量的指標＞ 

○ リスク管理債権割合

の抑制（令和６年度末） 

ア 保証業務のリスク

＜主要な業務実績＞ 

（１）リスク管理債権割

合の抑制 

（保証業務） 

＜評定と根拠＞ 

評定：Ｂ 

根拠：リスク管理債権割

合は、保証業務で達成率

評定  
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【定量目標】 
○ リスク管理債権割合

の抑制（令和 10 年度末） 
ア 保証業務のリスク

管理債権割合35.0％ 
イ うち平成 16 年 10

月以降保証した債権

のリスク管理債権割

合 25.5％ 
ウ 融資業務のリスク

管理債権割合31.0％ 
エ うち平成 16 年 10

月以降融資した債権

のリスク管理債権割

合 24.8％ 
 

○ リスク管理債権総額

の抑制（令和 10 年度末） 
ア 保証業務のリスク

管理債権総額 915

百万円 
※ 令和５年度末見

込み 1,310 百万円 
 イ うち平成 16 年 10

月以降保証したリス

ク管理債権総額 526

百万円 
※ 令和５年度末見

込み 660 百万円 
 ウ 融資業務のリスク

いては、十分な返済能力

が見込まれる者を対象に

することとし、審査の厳

格化、金融機関との責任

分担、期中管理の徹底、求

償権等の回収に努め、奄

美基金が保有するリスク

管理債権割合について、

着実に縮減を図る。 
 

【定量目標】 

○ リスク管理債権割合

の抑制（令和10年度末） 
ア 保証業務のリスク

管理債権割合 35.0％ 
イ うち平成 16 年 10

月以降保証した債権

のリスク管理債権割

合 25.5％ 
ウ 融資業務のリスク

管理債権割合 31.0％ 
エ うち平成 16 年 10

月以降融資した債権

のリスク管理債権割

合 24.8％ 
 

○ リスク管理債権総額

の抑制（令和10年度末） 
ア 保証業務のリスク

管理債権総額 915

百万円 
※ 令和５年度末見

込み 1,310 百万円 
 イ うち平成 16 年 10

月以降保証したリス

ク管理債権総額 526

百万円 
※ 令和５年度末見

込み 660 百万円 
 ウ 融資業務のリスク

ては、十分な返済能力が見込

まれる者を対象にすること

とし、審査の厳格化、金融機

関との責任分担、期中管理の

徹底、求償権等の回収に努

め、奄美基金が保有するリス

ク管理債権割合について、着

実に縮減を図る。 
 

 

【指標】 

○ リスク管理債権割合の

抑制（令和６年度末） 

 ア 保証業務のリスク管

理債権割合 38.4％ 

イ うち平成16年 10月以

降保証した債権のリス

ク 管 理 債 権 割 合 

25.5％ 

ウ 融資業務のリスク管

理債権割合 36.9％ 

エ うち平成16年 10月以

降融資した債権のリス

ク 管 理 債 権 割 合 

28.6％ 

 

○ リスク管理債権総額の

抑制（令和６年度末） 

ア 保証業務のリスク管理

債権総額 1,004 百万円 

イ うち平成 16 年 10 月以

降保証したリスク管理

債権総額 526 百万 

ウ 融資業務のリスク管理

債権総額 1,103 百万円 

エ うち平成 16 年 10 月以

降融資したリスク管理

債権総額 741 百万円 

 

 

管理債権割合 38.4％ 

イ うち平成16年10月

以降保証した債権の

リスク管理債権割合 

25.5％ 

ウ 融資業務のリスク

管理債権割合 36.9％ 

エ うち平成16年10月

以降融資した債権の

リスク管理債権割合 

28.6％ 

 

○リスク管理債権総額の

抑制（令和６年度末） 

ア 保証業務のリスク

管理債権総額 1,004

百万円 

イ うち平成16年10月

以降保証したリスク

管理債権総額 526 百

万円 

ウ 融資業務のリスク

管理債権総額 1,103

百万円 

エ うち平成16年10月

以降融資したリスク

管理債権総額 741 百

万円 

 

○ リスク管理債権抑制

に向けた取組 

ア 債権回収に係る訪

問督促 年 120 件 

イ 事業者の伴走支援

に係る取組 年 24 件 

 

○ 新規の債権に対する

管理強化 

・ リスク管理債権割

合 15.0％（令和６年

・リスク管理債権割合は、

計画 38.4％に対し、実績

は 41.9％となり、達成率

は 94.3％となった。 

・うち、平成 16 年 10 月

以降保証した債権のリス

ク管理債権割合は、計画

25.5％に対し、実績は

26.3％となり、達成率は

98.9％となった。 

（融資業務） 

・リスク管理債権割合は、

計画 36.9％に対し、実績

は 33.2％となり、達成率

は 105.9％となった。 

・うち、平成 16 年 10 月

以降融資した債権のリス

ク管理債権割合は、計画

28.6％に対し、実績は

25.1％となり、達成率は

104.9％となった。 

 
 
 
 
 
○リスク管理債権総額の

抑制 
（保証業務） 

・リスク管理債権総額は、

計画値 1,004 百万円に対

し、実績は 975 百万円と

なり、達成率は 103.0 と

なった。 

・うち平成 16 年 10 月以

降保証したリスク管理債

権総額は、計画値 526 百

万円に対し、実績は483百

万円となり、達成率は

109.0％となった。 

94.3％と目標を達成でき

なかったが、これは売上

回復の見通しが不透明の

中、経営再建が進まない

事業者や経営を断念し破

産手続開始となった事業

者等がリスク管理債権に

移行又はランクダウンし

たことに伴うものであ

る。融資業務では達成率

105.9％と目標を達成し

ている。 

※指標にはないが、保証

業務と融資業務を合わせ

たリスク管理債権割合も

37.1％（計画：37.6％）と

なり計画を達成してい

る。 

 また、リスク管理債権

割合のうち、平成 16年 10

月以降に保証・融資した

債権にかかるリスク管理

債権割合は、融資業務で

達成率 104.9％となった

ものの、保証業務は達成

率 98.9％となり目標を達

成出来なかった。 

リスク管理債権総額

は、保証業務で達成率

103.0％、融資業務で達成

率 114.5％となっている。 

 また、リスク管理債権

総額のうち、平成 16年 10

月以降に保証・融資した

債権にかかるリスク管理

債権総額は、保証業務で

達成率 109.0％、融資業務

で達成率 114.0％となっ

ている。 

 令和６年度に保証・融
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管理債権総額 926

百万円 
  ※ 令和５年度末見

込み 1,450 百万

円 
 エ うち平成 16 年 10

月以降融資したリス

ク管理債権総額 642

百万円 
※ 令和５年度末見

込み 960 百万円 

 

 

○ リスク管理債権抑制

に向けた取組 
ア 債権回収に係る訪

問督促 年 120 件 
イ 事業者の伴走支援

に係る取組 年 24

件 
＜目標水準の考え方＞ 

法人として引き続き縮

減に努めるため、前期の

最終年度の目標値を維持

するとともに、削減に向

けた奄美基金の取組を前

期の実績も踏まえて適切

に評価する。 
＜想定される外部要因＞ 

リスク管理債権割合に

ついては、我が国全体の

経済情勢や災害の発生等

による地域経済の変化に

影響を受けるものである

ため、評価において考慮

するものとする。 
【困難度：高】 

奄美基金は一般の金融

機関と比較してリスクの

高い事業者を顧客として

管理債権総額 926

百万円 
  ※ 令和５年度末見

込み 1,450 百万

円 
 エ うち平成 16 年 10

月以降融資したリス

ク管理債権総額 642

百万円 
※ 令和５年度末見

込み 960 百万円 

 

 

○ リスク管理債権抑制

に向けた取組 
ア 債権回収に係る訪

問督促 年 120 件 
イ 事業者の伴走支援

に係る取組 年24件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ リスク管理債権抑制に

向けた取組 

ア 債権回収に係る訪問

督促 年 120 件 

 イ 事業者の伴走支援に

係る取組 年 24 件 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

度末の保証・融資残高

に対する割合） 

 
○ 民間金融機関との連

携・協調の在り方の検

討、実施状況 

・ 民間金融機関との

連携・協調の在り方の

検討 年２回以上 

・ 協調融資によるリ

スク分散の件数 

（保証）年５件以上、年

110 百万円以上 

（融資）年３件以上、年

110 百万円以上 

 

＜その他の指標＞ 

・審査委員会の活用 

・担保設定の柔軟化 

＜評価の視点＞ 

リスク管理債権の割合

実績及びリスク管理債権

額の実績推移等の状況（目

標達成に向けた奄美基金

の業務改善に係る取組状

況を考慮） 

（融資業務） 

・リスク管理債権総額は、

計画値 1,103 百万円に対

し、実績は 964 百万円と

なり、達成率は 114.5％と

なった。 

・うち平成 16 年 10 月以

降融資したリスク管理債

権総額は、計画値 741 百

万円に対し、実績は650百

万円となり、達成率は

114.0％となった。 

 

○リスク管理債権抑制に

向けた取組 

・債権回収に係る訪問督

促は計画値120件に対し、

実績は 72件となった。 

・事業者の伴走支援に係

る取組は計画値 24件（再

生支援７件、期中管理先

10 件、その他経営改善に

関する助言、外部専門家

を活用した支援等７件）

に対し、実績は 21件とな

った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資した債権のリスク管理

債権割合は、保証業務で

達成率 116.4％、融資業務

で達成率 117.6％といず

れも目標を達成してい

る。 

 

 その他、債権回収に係

る訪問督促は、目標 120 件

のところ、実績 72 件であ

り、目標を下回っている

が、連絡が取りにくい先

を訪問し、それ以外は架

電や来所を求めるなど事

業者の実態に応じた督促

手法をとっていることが

要因である。なお、来所に

より事業者の現況、今後

の返済計画等をヒアリン

グした件数は 154 件であ

る。 

 また、事業者の伴走支

援取組は、目標 24 件のと

ころ、実績 21件であり、

職員の退職等による人員

不足もあり、目標を達成

出来なかったが、事業者

の経営課題に応じた支援

を行うため、外部の専門

機関であるよろず支援拠

点や中小企業活性化協議

会等と連携した支援を行

っている。 

 協調融資によるリスク

分散については、保証業

務においては、件数、金額

いずれも目標を上回った

が、融資業務においては、

件数は目標を上回ったも

のの、金額は下回ってお
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いる業務の性質上、一定

程度のリスク管理債権の

発生はやむを得ないもの

であり、目標の達成は容

易ではないことから、困

難度を「高」とする。 
このことを踏まえ、評

価に際しては奄美基金の

財務内容の改善に向けた

取組状況を考慮するもの

とする。 
 
（２）新規の債権に対す

る管理強化 
第五期中期目標期間に

新たに保証・融資を行う

案件について、審査及び

期中管理において、より

厳格な管理を行う。 
 
 
 
【定量目標】 

リスク管理債権割合 

15.0％（令和 10 年度末保

証・融資残高に対する割

合） 
＜目標水準の考え方＞ 

法人として引き続き縮

減に努めるため、前期の

目標値を維持する。 
＜想定される外部要因＞ 

新規債権に対するリス

ク管理債権割合について

は、経済情勢、災害の発生

等による奄美群島地域経

済の変化の影響を受ける

ものであるため、評価に

おいて考慮するものとす

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
（２）新規の債権に対す

る管理強化 
中期計画期間における

リスク管理債権割合の目

標を達成し、繰越欠損金

の早期解消を図るため、

新たに保証・融資を行う

案件について、より厳格

な審査及び期中管理に努

める。 

【定量目標】 

リスク管理債権割合 

15.0％（令和 10 年度末保

証・融資残高に対する割

合） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（２）新規の債権に対する管

理強化 
中期計画期間におけるリ

スク管理債権割合の目標を

達成し、繰越欠損金の早期解

消を図るため、新たに保証・

融資を行う案件について、よ

り厳格な審査及び期中管理

に努める。 
 
【指標】 

リ ス ク 管 理 債 権 割 合 

15.0％（令和６年度末の保

証・融資残高に対する割合） 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）新規の債権に対す

る管理強化 

○新規債権のリスク管理

債権割合 

・保証の新規債権の年度

末におけるリスク管理債

権割合は、計画 15.0％に

対し、実績 1.1％となり、

達成率 116.4％となった。 

・融資の新規債権の年度

末におけるリスク管理債

権割合は、計画 15.0％に

対し、実績 0％となり、達

成率 117.6％となった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

り、これは事業者の業況

や申込内容等によってリ

スク分散の必要性を総合

的に判断した結果であ

る。 

以上、一部目標未達の

指標はあるものの、それ

以外の指標については

「所期の目標を達成して

いる」ことから総合的に

判断し、評定を「Ｂ」とす

る。 

 

なお、引き続き、理事長

以下を構成員とする審査

委員会で全案件を審議

し、奄美群島の産業振興

に資するという奄美基金

の使命とリスク分散のバ

ランスをとるよう努めて

いる。 

また、リスク管理債権

については、債務者の返

済状況、経営実態、資産・

負債等を踏まえ、回収可

能性を反映した区分管理

を行うため、入金実績と

債務者の現況等の実態把

握に着目したグループ分

類により、効率的かつ効

果的な債権管理を実施し

ている。 

 

＜課題と対応＞ 

リスク管理債権の抑制

については、地域経済の

状況も大きく影響すると

ころであるが、管理・回収

の強化及び経営・再生支

援の取組による債務者区
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（３）審査委員会の活用 

審査の厳格化のため、

理事長以下で構成する審

査委員会を活用する。 
 
 
 
 
 
（４）民間金融機関との

連携・協調 
一般の金融機関との連

携強化に努めて、金融機

関の単独融資との併用促

進等によるリスク分散を

図る。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【指標】 
○ 民間金融機関との連

携・協調の在り方の検

討、実施状況 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

（３）審査委員会の活用 

審査の厳格化を図る観

点からは、理事長以下を

構成員とする審査委員会

の活用を引き続き図る。 

 

 

 

 

（４）民間金融機関との

連携・協調 

一般の金融機関との連

携強化に努め、保証業務

における責任共有制度を

引き続き措置するととも

に、金融機関単独融資の

併用促進等によるリスク

分散を図る。 

また、これら協調体制

の下、利用者に対する適

切な助言及び指導などの

経営改善支援及び合同督

促等により債権保全効果

の向上に努める。 
 

【指標】 
○ 民間金融機関との連

携・協調の在り方の検

討、実施状況 

・ 民間金融機関との

連携・協調の在り方

の検討 年２回以上 

・ 協調融資によるリ

スク分散の件数 

（保証）年５件以上、

年 110 百万円以上 

（融資）年３件以上、

年 110 百万円以上 

 

 

（３）審査委員会の活用 

審査の厳格化を図る観点

からは、理事長以下を構成員

とする審査委員会の活用を

引き続き図る。 
 

 

 

 
（４）民間金融機関との連

携・協調 

一般の金融機関との連携

強化に努め、保証業務におけ

る責任共有制度を引き続き

措置するとともに、金融機関

単独融資の併用促進等によ

るリスク分散を図る。 

また、これら協調体制の

下、利用者に対する適切な助

言及び指導などの経営改善

支援及び合同督促等により

債権保全効果の向上に努め

る。 

 
 
【指標】 

○ 民間金融機関との連携・

協調の在り方の検討、実施

状況 

 ・ 民間金融機関との連

携・協調の在り方の検討 

年２回以上 

・ 協調融資によるリスク

分散の件数 

（保証）年５件以上、年

110 百万円以上 

（融資）年３件以上、年

110 百万円以上 

 

 

（３）審査委員会の活用 

・保証、融資の審査に関す

る案件については、審査

委員会において全案件を

審議した。 

※審査委員会での審議件

数 119 件（保証：60件、

融資：59件） 

 

（４）民間金融機関との

連携・協調 

・金融面から奄美群島の

地域振興に資するため、

地元金融機関（奄信金、奄

信組）と当基金の企画部

門の強化及び協同して事

業者の経営に役立つ支援

を行うことを目的として

令和４年８月に設置した

「地元金融機関企画担当

者会議」において民間金

融機関との連携・協調の

在り方についての協議を

1 回実施した 

・リスク管理債権となり

うる保証、融資の割合を

抑制するため、保証・融資

の申込時において、申込

金融機関等との協調が必

要と判断した場合は、適

切なリスク分散を図るこ

とを促している。 

保証 7件・126 百万円（他

金融機関 64 百万円）、融

資 4 件・32 百万円（他金

融機関 38百万円） 

 

※本指標は事業者からの

借入申込に対し当基金が

分のランクアップに努め

るほか、事業者訪問の効

果を高めること等により

一定規模の優良資産の確

保等を進めながら、財務

内容の改善、リスク管理

債権割合の抑制を図る。 
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（５）担保設定の柔軟化 

事業資産等に対する動

産担保設定の促進等によ

り利用者の利便性の向上

に資するとともに債権保

全の強化を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（５）担保設定の柔軟化 

事業資産等に対する動産

担保設定の促進等により利

用者の利便性の向上に資す

るとともに債権保全の強化

を図る。 

必要以上にリスクテイク

しないために設定してお

り、実際の審査では事業

者の業況や申込内容によ

って協調融資によるリス

ク分散の必要性を総合的

に判断している。 

 

（５）担保設定の柔軟化 

・利用者の実態等を踏ま

え、債権保全の多様化及

び弾力的な対応を図るた

めの融資対象設備を動産

担保（譲渡担保）とする保

証・融資を実施した結果、

７件、98 百万円の実績と

なった。 

 

 
４．その他参考情報 
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（令和６年度項目別評定調書） 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

３－２－（１）～（３） 

３－３、４、５ 

２．繰越欠損金の削減 （１）新たな収入源の確保、（２）適切な債権管理の実施、（３）繰越欠損金の削減 

３．予算、４．収支計画、５．資金計画 

当該項目の重要度、困難

度 
・繰越欠損金の削減【困難度：高】 関連する政策評価・行政事業

レビュー 
－ 

 
２．主要な経年データ 
 評価対象となる指標 達成目標 基準値 

 
６年度 ７年度 ８年度 ９年度 10 年度 （参考情報） 

当該年度までの累積値等、必要な

情報 
融資種類等の追加・見

直しに向けた取組状況 ４回 － ６回        

協調融資による大口融資 １件 － ０件      
余裕金の運用に係る研

修への参加 １回 － １回      

【保証業務】 
新規債権の延滞債権

割合 
4.0％以下 

第四期中期目標期間

最終年度（令和５年

度）目標値と同率 

0.0%      

達成度 
－ － 104.2%     

104.2%（＝100%（100%－0.0%）／96.0%

（100%－4.0%）） 

【融資業務】 
新規債権の延滞債権

割合 

 
2.4％以下 

第四期中期目標期間

最終年度（令和５年

度）目標値と同率 

0.0%      

達成度 
－ － 102.5%     

102.5%（＝100%（100%－0.0%）／97.6%

（100%－2.4%）） 
繰越欠損金の削減 経営改善に向け

た取組を実施す

ることで累積繰

越欠損金の解消

を目指す観点か

ら、単年度決算

において繰越欠

損金の削減を目

指す 

経営改善に向けた

取組を実施するこ

とで期内の単年度

決算において黒字

化できたか 

年度末繰越欠損額 

6,456 百万円 

（122 百万円増） 
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３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

 業務実績 自己評価 
  

繰越欠損金の解消に向

けて、経営改善に向けた

検討結果を踏まえ、第五

期中期目標期間において

は、（１）の取組を新たに

実施するとともに、引き

続き、（２）の取組を実施

する。 

また、保証・融資業務に

おける収益改善・経費節

減等に関する具体的な計

画を策定・公表し、着実に

実行する。 

 

 

（１）新たな収入源の確

保等 

① 新たな融資種類の追 
 加 

起業などのニーズに対

応するため、新たな融資

種類の追加、条件等の設

定をする。具体的には、奄

美群島振興交付金事業等

で採択された事業者を支

援するための貸付条件の

設定や、奄美群島におい

て振興開発計画に基づく

事業を行う群島外の事業

者への融資等を行う。 

【指標】 

○ 融資種類等の追加・

見直しに向けた取組状

況 

 

 

財務状況を確実に改善

し繰越欠損金の早期解消

を図るため、第五期中期

目標期間においては、

（１）、（２）の取組を実施

し、「独立行政法人改革等

に関する基本的な方針」

等を踏まえて策定した経

営改善計画を公表すると

ともに、着実な実行に努

める。 

 

 

 

 

（１）新たな収入源の確

保等 

① 新たな融資種類の追 
 加 

起業などのニーズに対

応するため、新たな融資

種類の追加、条件等の設

定をする。具体的には、奄

美群島振興交付金事業等

で採択された事業者を支

援するための貸付条件の

設定や、奄美群島におい

て振興開発計画に基づく

事業を行う群島外の事業

者への融資等を行う。 

【指標】 

○ 融資種類等の追加・

見直しに向けた取組状

況 年４回 

 

 

財務状況を確実に改善

し繰越欠損金の早期解消

を図るため、第五期中期

目標期間においては、

（１）、（２）の取組を実施

し、「独立行政法人改革等

に関する基本的な方針」

等を踏まえて策定した経

営改善計画を公表すると

ともに、着実な実行に努

める。 

 

 

 

 

（１）新たな収入源の確

保等 

① 新たな融資種類の追 
 加 

 起業などのニーズに対

応するため、新たな融資

種類の追加、条件等の設

定をする。具体的には、奄

美群島振興交付金事業等

で採択された事業者を支

援するための貸付条件の

設定や、奄美群島におい

て振興開発計画に基づく

事業を行う群島外の事業

者への融資等を行う。 

【指標】 

○ 融資種類等の追加・

見直しに向けた取組状

況 年４回 

 

＜主な定量的指標＞ 

・融資種類等の追加・見直

しに向けた取組状況 

・観光関連産業等への協

調融資による大口融資

の実施 

・余裕金の運用に係る研

修への参加回数 

・新規債権の延滞債権割 

 合 

 

＜その他の指標＞ 

・コンサルティング業務

の確立 

・債権管理委員会の活用 

・法的手続きを含む債権

管理の状況 

・債務者区分に応じた債

権管理 

・リスク管理委員会での

審議 

・繰越欠損金の削減に向

けた取組状況 

 

＜評価の視点＞ 

繰越欠損金の削減状況

（目標達成に向けた奄美

基金の業務改善に係る取

組状況を考慮） 

 

 

 

 

 

 

 

＜主要な業務実績＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）新たな収入源の確保

等 

○融資種類等の追加・見直

しに向けた取組状況 

・法改正後、主な条件改正

を６回行っており、今後更

なる経営改善を図るため、

金融の有識者による検討

会を３回実施し、経営改善

に関する方向性（保証・融

資・コンサルティング業務

のあり方、組織のあり方な

ど）を取りまとめ、今後、

中長期的に検討していく

こととしている。 

（奄美群島の産業振興へ

の寄与度が高い事業等に

ついて利子補給制度の創

設を検討など） 

 

＜評定と根拠＞ 
評定：Ｂ 

根拠：繰越欠損金の削減

に向け、令和６年度から

コンサルティング業務の

追加、大口融資の対象事

業追加と融資限度額の引

き上げ、融資業務の現預

金の運用（定期預金から

債券へ）の方策を実施し

ているほか、融資期間の

延長、プレミアム金利の

廃止などの制度改正を実

施している。また、法改正

後、更なる経営改善を図

るための検討会を実施

し、経営改善に関する方

向性を取りまとめ、中長

期的に検討・実施してい

くこととしており、融資

種類等の追加・見直しに

向けた取組状況は目標を

達成している。 

 協調融資による大口融

資については、相談はあ

ったものの、実績にはつ

ながっていない。 

 余裕金の運用にかかる

研修への参加回数は、目

標を達成しており、令和

６年度に保証・融資した

債権の延滞割合も目標を

達成している。 

令和６年度の経常収益

は、引当金戻入の減等か

ら対前年度比 98百万円減

評定  
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（主な条件改正） 

・令和５年度まで分密製

糖業を除いて小口の融資

（上限１億円）しかできな

かったが、今年度から大口

融資の対象事業の追加（黒

糖焼酎の製造施設の整備

や観光関連施設の整備な

ど）と協調融資の場合に限

り、融資限度額を原則５億

円まで引き上げた（令和６

年４月）。 

 

・協調融資の際に他の金

融機関の貸付条件（金利・

貸付期間）の範囲内で設定

できるよう内規を改正し

た（令和６年６月）。 

 

・農・林業振興資金、水産

業振興資金の融資割合（被

補助事業 90%、補助事業

80%）を理事長が認める事

業者に限り 100%とした

（令和６年６月）。 

 

・観光関連産業振興資金

の経営安定改善の据置期

間を他の二次・三次産業の

資金を参考に、６ヶ月から

１年へ延長した（令和６年

６月）。 

 

・製糖企業合理化資金の

施設整備及び改善の貸付

期間を他の二次・三次産業

の資金を参考に、10 年か

ら 20 年へ延長した（令和

６年６月）。 

 

少の 116百万円となった。 

令和６年度の経常費用

は、引当金繰入の増等か

ら前年度比 18百万円増加 

の 238 百万円となり、結果

122 百万円の損失計上と

なった。 

令和６年度末における

繰越欠損金額は、当年度

決算で 122 百万円の損失

を 計 上 し た こ と か ら

6,456 百万円となった。 

適正な債権管理の実施

については、リスク管理

債権について、債務者の

返済状況、保全状況等を

勘案して管理方策を区分

し、効率的かつ効果的な

管理ができるよう工夫し

ている。 

一般管理費（人件費、公

租公課等の所要額計上を

必要とする経費を除く。）

については、支出の管理

及びコスト意識の徹底等

の効果により年度計画

（R5 比で 7.0％以上の削

減）を上回る 31.8％の削

減を達成している。人件

費についても H30 の水準

を維持することを基本と

す る 年 度 計 画 に 対 し

3.6％の削減が図られて

いる。 

これらの実績から、目

標達成に向けた業務改善

に係る取組状況を考慮し

て「所期の目標を達成し

ている」と判断し、評定を

「Ｂ」とする。 
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② 協調融資による大口

融資の実施 

宿泊施設の建設など観

光関連産業を中心とした

大口の資金需要が見込ま

れるため、協調融資の場

合に融資限度額を引き上

げて対応する。 
 

【定量目標】 

○ 観光関連産業等への

協調融資による大口融

資の実施 年１件 

 

③ 新たな収入源の確保

に向けたコンサルティ

ング業務の確立 

奄美群島振興施策と連

携した事業者への支援等

を実施して、新たな収入

源の確保に向けたコンサ

ルティング業務の確立を

目指す。 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
② 協調融資による大口

融資の実施 

宿泊施設の建設など観

光関連産業を中心とした

大口の資金需要が見込ま

れるため、協調融資の場

合に融資限度額を引き上

げて対応する。 
 

【定量目標】 

○ 観光関連産業等への

協調融資による大口融

資の実施 年１件 

 

③ 新たな収入源の確保

に向けたコンサルティ

ング業務の確立 

 奄美群島振興施策と連

携した事業者への支援等

を実施して、新たな収入

源の確保に向けたコンサ

ルティング業務の確立を

目指す。 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
② 協調融資による大口

融資の実施 

 宿泊施設の建設など観

光関連産業を中心とした

大口の資金需要が見込ま

れるため、協調融資の場

合に融資限度額を引き上

げて対応する。 
 

【指標】 

○ 観光関連産業等への

協調融資による大口融

資の実施 年１件 

 

③ 新たな収入源の確保

に向けたコンサルティ

ング業務の確立 

奄美群島振興施策と連

携した事業者への支援等

を実施して、新たな収入

源の確保に向けたコンサ

ルティング業務の確立を

目指す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・貸付金利については、㈱

日本政策金融公庫に準じ

て毎月設定しており、適切

な金利設定に努めた。ま

た、事業者の財務内容に係

るリスク区分に応じた段

階的な金利設定を行った。

また、資金メニューの一部

に 0.5％上乗せしていた

が、「奄美基金の経営改善

に関する検討会」で示され

た方向性を踏まえ、協議を

行い、上乗せ金利を廃止し

た（令和６年８月）。 

 

○協調融資による大口融

資の実施 

・観光関連産業等への協

調融資による大口融資に

ついて相談はあったもの

の、実績には繋がっていな

い。 

 

 

 

 

 

 

 

○新たな収入源の確保に 

向けたコンサルティング 

業務の確立 

 

○今年度は、奄美群島広域

事務組合による奄美群島

振興交付金を活用した事

業のうち「島ちゅチャレン

ジ応援事業フォローアッ

プ支援事業」（民間事業者

が自らのアイデアにより

 
＜課題と対応＞ 

前述のとおり、繰越欠

損金の早期削減に努めて

いるところではあるが、

当基金の業務範囲が奄美

群島に限定されており、

かつ小口限定であり、利

用者も零細な事業者が多

いこと等から財務内容を

劇的に改善することは相

当ハードルが高いものと

考えている。 

しかしながら、健全化

が求められる独立行政法

人として、引き続き、奄美

群島の産業振興に貢献す

る積極的な保証・融資の

実施、期中管理の徹底及

び事業者に対する経営・

再生支援の措置などによ

るリスク管理債権の削

減、一般管理費の削減及

び一定規模の優良資産の

確保など自己収入増加策

を推進し、単年度収支の

改善・繰越欠損金の早期

削減に努める。 
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④ 余裕金の運用 

安定的な収入源として

の運用益を確保するた

め、保証勘定の余裕金及

びこれまで運用していな

かった融資勘定の余裕金

について、運用体制や、従

来の運用方針を見直す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④ 余裕金の運用 

 安定的な収入源として

の運用益を確保するた

め、保証勘定の余裕金及

びこれまで運用していな

かった融資勘定の余裕金

について、運用体制や、従

来の運用方針を見直す。 

また、余裕金の運用に

ついて具体的に定めたマ

ニュアルを策定する。 
 

【指標】 

○ 余裕金の運用に係る

研修への参加回数 年

１回 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④ 余裕金の運用 

 安定的な収入源として

の運用益を確保するた

め、保証勘定の余裕金及

びこれまで運用していな

かった融資勘定の余裕金

について、運用体制や、従

来の運用方針を見直す。 

また余裕金の運用につ

いて具体的に定めたマニ

ュアルを策定する。 
 

【指標】 

○ 余裕金の運用に係る

研修への参加回数 年

１回 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

取り組む新サービス、新商

品開発等に対する支援）と

「副業・兼業人材活用実証

事業」（産業を支える人材

の確保や産業の付加価値

の向上を図るため民間企

業が副業・兼業人材の活用

に必要な経費の一部を補

助）を受託した。なお、事

業者への経営改善等に資

する取組の提案件数は以

下のとおり。 

実地検査等のフォローア

ップ 12 先、過去の採択者

への訪問７先 

マッチングセミナーの集

客（メール 68 先、個別訪

問 44 先）、セミナー参加

（41 名（うちオンライン

29 名）、マッチング先７先 

 

○余裕金の運用 

・これまで定期預金のみ

で運用していた融資勘定

の余裕金について、今後の

資金需要を勘案しながら、

国債、地方債等で運用でき

るよう例年策定している

運用方針を令和６年度か

ら見直した。また「資金運

用の多様化にかかる運用・

管理ルール」（平成 29年８

月制定）も改正した。 

・融資業務の運用の多様

化の一環として（独）造幣

局から譲渡性預金（※１）

の運用についてヒアリン

グを実施し（4/8）、（独）

国立印刷局から金銭信託

（※２）の運用についてヒ
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（２）適正な債権管理の

実施 

① 新規の債権に対する

管理強化 

 第五期中期目標期間に

新たに保証・融資を行う

案件について、審査及び

期中管理において、より

厳格な管理を行う。 

【定量目標】 

保 証 ： 延 滞 債 権 割 合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
（２）適正な債権管理の

実施 

① 新規の債権に対する

管理強化 

第五期中期目標期間に

新たに保証・融資を行う

案件について、審査及び

期中管理において、より

厳格な管理を行う。 

【定量目標】 

（保証）延滞債権割合

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
（２）適正な債権管理の

実施 

① 新規の債権に対する

管理強化 

第五期中期目標期間に

新たに保証・融資を行う

案件について、審査及び

期中管理において、より

厳格な管理を行う。 

【指標】 

（保証）延滞債権割合

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ア リ ン グ を 実 施 し た

（4/17）。 

（※１）満期を迎えるまで

に中途売買によって他者

に譲渡できる定期預金 

（※２）信託銀行等に金銭

を信託し受託者が運用・管

理し収益を委託者に還元 

・余裕金の運用に係る野

村證券 Web セミナー（全３

回／10/28～10/30）には総

務企画課の職員が受講し、

債権の基礎（金利と債券の

関係性ほか）から購入予定

の国債、地方債、財投機関

債の特徴等を学んだ。その

他、西日本高速道路(株)の

社員２名（IR担当）が来所

し、当該社債の特徴や財務

状況、今後の債券発行等に

ついて説明を受けた。 

・今年度の保証勘定にお

ける実際の運用は、債券の

利息等により、16 百万円

となった。 

・今年度の融資勘定にお

ける実際の運用は、５百万

円となった。 

 

（２）適正な債権管理の実

施 

○新規の債権に対する管

理強化 

・保証の新規債権の年度

末における延滞債権割合

は、計画 4.0％に対し、実

績 0.0％となり、達成率

104.2％となった。 

・融資の新規債権の年度

末における延滞債権割合
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4.0％（令和 10年度末の保

証残高に対する割合） 

融 資 ： 延 滞 債 権 割 合 

2.4％（令和 10年度末の融

資残高に対する割合） 

 

＜目標水準の考え方＞ 

法人として引き続き縮

減に努めるため、前期の

目標値を維持する。 

＜想定される外部要因＞ 

新規債権に対する延滞

債権割合については、我

が国全体の経済情勢、災

害の発生等による地域経

済の変化に影響を受ける

ものであるため、評価に

おいて考慮するものとす

る。 

 
② 債権管理委員会の活 
 用 

債権管理の厳格化のた

め、理事長以下で構成す

る債権管理委員会を活用

する。 

 

 

 

 

③ 債権管理の徹底 

  

長期延滞債権等特別に

管理を行うことが必要な

債権の集中管理を徹底す

る。 

 

 

 

 

4.0％（令和 10

年度末の保証

残高に対する

割合） 

（融資）延滞債権割合 

2.4％（令和 10

年度末の融資

残高に対する

割合） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 債権管理委員会の活 
 用 

債権管理の厳格化を図

る観点からは、理事長以

下を構成員とする債権管

理委員会の活用を引き続

き図る。 

 

 

 

③ 債権の集中管理の徹 
 底 

長期延滞債権等特別に

管理を行うことが必要な

債権の集中管理の徹底を

図る。 

 

 

 

 

4.0％（令和６

年度末の保証

残高に対する

割合） 

（融資）延滞債権割合 

2.4％（令和６

年度末の融資

残高に対する

割合） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 債権管理委員会の活

用 

債権管理の厳格化を図

る観点からは、理事長以

下を構成員とする債権管

理委員会の活用を引き続

き図る。 

 

 

 

③ 債権の集中管理の徹

底 

 長期延滞債権等特別に

管理を行うことが必要な

債権については、債権管

理委員会での審議を行う

とともに、必要な法的手

続措置等も含め集中管理

を徹底する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

は、計画 2.4％に対し、実

績 0.0％となり、達成率

102.5％となった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 債権管理委員会の活

用 

・保証、融資の債権管理に

関する案件については、債

権管理委員会において全

案件を審議した。 

※債権管理委員会での審

議件数 138 件（業務課：

75 件、管理課：63件） 

 

○債権の集中管理の徹底 

 

・債権管理委員会で審議

し回収方策を決定、その後

に進捗状況の確認、報告を

行い、必要に応じ再度債権

管理委員会で審議するこ

と等、債権管理の徹底に努

めた。 

・法的手続措置等に関し
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④ 区分に応じた債務者

管理の徹底 

利用者に対するモニタ

リング及び信用状況の検

証・分析を徹底するとと

もに、実態を踏まえた債

務者区分別の管理方策を

実施し、債権管理回収の

徹底に努める。また、経

営・再生支援等を通じ、債

務者区分の維持・向上を

進めて資産の良質化を図

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）繰越欠損金の削減 

 

 

 

 

④ 区分に応じた債務者

管理の徹底 

利用者に対するモニタ

リング及び信用状況の検

証・分析を徹底するとと

もに実態を踏まえた債務

者区分別の管理方策を実

施し、債権管理回収の徹

底に努める。また、経営・

再生支援等を通じ、事業

者と協力しながら債務者

区分の維持・向上を進め

資産の良質化を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）繰越欠損金の削減 

 

 

 

 

④ 区分に応じた債務者

管理の徹底 

 利用者に対するモニタ

リングを通じ財務内容の

把握を行い信用状況の検

証・分析を徹底するとも

に、実態を踏まえた債務

者区分別の管理方策を効

果的に実施することで、

債権管理・回収の徹底に

努める。また、事業者と協

力しながら、必要な経営

サポート及び金融支援策

の実施等による経営・再

生支援の取組を強化し、

債務者区分の維持・向上

を図り、当該利用者にか

かる引当金戻入による収

入の確保及びリスク管理

債権の減少に努める。 

 

⑤ リスク管理委員会で

の審議等 

 リスク管理体制につい

ては、他のリスク管理項

目と併せて、リスク管理

委員会において総括的な

審議等を行い、状況把握、

方策の検討・実施等適切

な対応を図る。 

 

 

 

 

 

（３）繰越欠損金の削減 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ては競売２件、訴訟１件、

収益執行１件に取り組ん

だ。 

 

○債務者区分に応じた債

権管理 

・債務者の返済状況、保全

状況等を勘案して管理方

策を区分し、効率的かつ効

果的な債権管理サイクル

となるよう努めた。具体的

には債務者の返済状況、経

営実態、資産・負債状況等

を踏まえた回収可能性を

反映した区分別管理を行

うこととして、入金実績

（定期入金及び不定期入

金、入金なし）と債務者現

況等の実態把握に着目し、

グループ分類による債権

管理を実施した。 

 

○経営、再生支援先対応 

・令和６年度は再生支援

先（３先）・合実計画策定

先（２先）を選定し、財務

内容や業務運営状況等に

ついてモニタリングを行

い、経営課題に対する対策

面やリスク管理など多方

面からの意見を内部で集

約し、事業者に対してアド

バイスを行った。 

また、事業者経営改善支

援・再生支援委員会におい

て、フォローアップの内容

及び進捗状況について検

証、審議を行った。 

 

（３）繰越欠損金の削減 
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 以上の取組を実施する

ことで、累積繰越欠損金

の解消を目指す観点か

ら、単年度決算において、

繰越欠損金の削減を図

る。 

＜想定される外部要因＞ 

 繰越欠損金の削減につ

いては、我が国全体の経

済情勢や災害の発生等に

よる地域経済の変化に影

響を受けるものであるた

め、評価において考慮す

るものとする。 

【困難度：高】 

奄美基金は一般の金融

機関と比較してリスクの

高い事業者を顧客として

いる業務の性質上、目標

の達成は容易ではないこ

とから、困難度を「高」と

する。 

 このことを踏まえ、評

価に際しては目標達成に

向けた奄美基金の業務改

善に係る取組状況を考慮

するものとする。 
 

 

 

－ 

 以上の取組を実施する

ことで、累積繰越欠損金

の解消を目指す観点か

ら、単年度決算において、

繰越欠損金の削減を図

る。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．予算 
別表 1 のとおり 

 
 
 
 
 
 
 
 

 以上の取組を実施する

ことで、累積繰越欠損金

の解消を目指す観点か

ら、単年度決算において、

繰越欠損金の削減を図

る。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．予算 
別表 1 のとおり 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜主な定量的指標＞ 
－     

  
＜その他の指標＞ 

予算及び資金計画の適

切な管理    
 
＜評価の視点＞ 

収支計画については、

繰越欠損金の削減状況 

・令和６年度は、経常収益

において、引当金戻入の減

等から対前年度比 98 百万

円減少の 116 百万円とな

った。一方、経常費用につ

いては、引当金繰入の増等

から前年度比 18 百万円増

加 の 238 百万円となり、

結果 122 百万円の損失計

上となった。 

・また、令和６年度末にお

ける繰越欠損金額は、当年

度決算で 122 百万円の損

失を計上したことから

6,456 百万円となった。 

・繰越欠損金の大半は、独

立行政法人化に伴い、民間

金融機関と同等の自己査

定及び引当基準に基づく

適切な引当金の計上等に

より生じたものであるが、

健全化が求められる独立

行政法人として、繰越欠損

金の削減等に向けた取組

を着実に実施するため、新

たな収入源の確保や適正

な債権管理を実施するこ

とによりその削減に努め

ているところである。 

 

３．予算（別表１） 

・収入においては、貸付回

収金の減少等により予算

額を150百万円下回り840

百万円となった。 

・支出においても、代位弁

済金等の増加はあったが、

貸付金等の減少により予

算額を 66 百万円下回り

957 百万円となった。 
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４．収支計画 

別表２のとおり 
 
 
 
 
 
 
 
５．資金計画 
別表３のとおり 

 
４．収支計画 

別表２のとおり 
 
 
 
 
 
 
 
５．資金計画 
別表３のとおり 

 

４．収支計画（別表２） 

・事業収入（保証料収入、

貸付金利息収入）及び引当

金戻入等の減少等により、

計画では総利益△63 百万

円のところ決算は△122

百万円の総損失を計上し

た。 

 

５．資金計画（別表３） 

・資金計画は適正に執行 

した。 

 

※予算等の実績について、

毎月開催の定例会等にお

いて進捗状況を報告する

とともに、課題への対応策

について検討を行うなど

計画の進捗管理を実施し

た。 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

４．その他参考情報 
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（令和６年度項目別評定調書） 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

４ 短期借入金の限度額 

当該項目の重要度、難易

度 
－ 関連する政策評価・行政事業

レビュー 
－ 

 
２．主要な経年データ 
 評価対象となる指標 達成目標 基準値 

（前中期目標期間最終年

度値等） 

６年度 ７年度 ８年度 ９年度 10 年度 （参考情報） 
当該年度までの累積値等、必要な

情報 
         

 
３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

 業務実績 自己評価 
  

－ 
 

 
該当なし 

 
該当なし 

＜主な定量的指標＞ 
短期借入金の限度額  
 該当なし 

 
＜その他の指標＞ 
 － 
 
＜評価の視点＞ 

融資業務における短期

借入金の状況 

＜主要な業務実績＞ 

・令和６年度においては、

適切な支出管理を行うこ

となどにより資金繰りの

安定に努めており短期借

入の実績は無かった。 

＜評定と根拠＞ 
評定：－ 

根拠：適切な資金管理を実

施したため、借入金実績は

無かった。 
 
＜課題と対応＞ 
 － 
 

評定  
 

 
４．その他参考情報 
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（令和６年度項目別評定調書） 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

５ 不要財産又は不要財産となることが見込まれる財産の処分に関する計画 

当該項目の重要度、難易

度 
－ 関連する政策評価・行政事業

レビュー 
－ 

 
２．主要な経年データ 
 評価対象となる指標 達成目標 基準値 

（前中期目標期間最終年

度値等） 

６年度 ７年度 ８年度 ９年度 10 年度 （参考情報） 
当該年度までの累積値等、必要な

情報 
         

 
３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

 業務実績 自己評価 
  

－ 
 

 
該当なし 

 
該当なし 

＜主な定量的指標＞ 
 － 
 
＜その他の指標＞ 

不要財産又は不要財産

となることが見込まれる

財産の処分に関する計画

にかかる事項      

 
＜評価の視点＞ 
 － 

＜主要な業務実績＞ 

・令和６年度の該当はな

い。なお、奄美基金におけ

る重要な財産は本部事務

所に係る土地及び建物の

みであり、業務の実施に必

要不可欠かつ最小限度の

ものである。 

・また、利用頻度の低い施

設や不要な施設等は保有

していない。 

＜評定と根拠＞ 
評定：－ 

根拠：－ 

 
＜課題と対応＞ 
 － 
 

評定  
 

 

 
４．その他参考情報 
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（令和６年度項目別評定調書） 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

６ 第５に規定する財産以外の重要な財産を譲渡し、又は担保に供する計画 

当該項目の重要度、難易

度 
－ 関連する政策評価・行政事業

レビュー 
－ 

 
２．主要な経年データ 
 評価対象となる指標 達成目標 基準値 

（前中期目標期間最終年

度値等） 

６年度 ７年度 ８年度 ９年度 10 年度 （参考情報） 
当該年度までの累積値等、必要な

情報 
         

 
３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

 業務実績 自己評価 
  

－ 
 

 
該当なし 

 
該当なし 

＜主な定量的指標＞ 
 － 
 
＜その他の指標＞ 

重要な財産を譲渡し、

又は担保に供する計画に

かかる事項       
 
＜評価の視点＞ 
 － 

＜主要な業務実績＞ 

・令和６年度の該当はな

い。なお、奄美基金におけ

る重要な財産は本部事務

所に係る土地及び建物の

みであり、業務の実施に必

要不可欠かつ最小限度の

ものである。 

・また、利用頻度の低い施

設や不要な施設等は保有

していない。 

＜評定と根拠＞ 
評定：－ 

根拠：－ 

 
＜課題と対応＞ 
 － 
 

評定  
 
  

 
４．その他参考情報 
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（令和６年度項目別評定調書） 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

７ 剰余金の使途 

当該項目の重要度、難易

度 
－ 関連する政策評価・行政事業

レビュー 
－ 

 
２．主要な経年データ 
 評価対象となる指標 達成目標 基準値 

（前中期目標期間最終年

度値等） 

６年度 ７年度 ８年度 ９年度 10 年度 （参考情報） 
当該年度までの累積値等、必要な

情報 
         

 
３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

 業務実績 自己評価 
  

－ 
 

 
該当なし 

 
該当なし 

＜主な定量的指標＞ 
 － 
 
＜その他の指標＞ 

剰余金の使途にかかる

事項       
 
＜評価の視点＞ 

－  

＜主要な業務実績＞ 

・令和６年度は該当ない。 

＜評定と根拠＞ 
評定：－ 

根拠：－ 

 
＜課題と対応＞ 
 － 
 

評定  
 
  

 
４．その他参考情報 
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（令和６年度項目別評定調書） 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

８－１ １．施設及び設備に関する計画 

当該項目の重要度、難易

度 
－ 関連する政策評価・行政事業

レビュー 
－ 

 
２．主要な経年データ 
 評価対象となる指標 達成目標 基準値 

（前中期目標期間最終年

度値等） 

６年度 ７年度 ８年度 ９年度 10 年度 （参考情報） 
当該年度までの累積値等、必要な

情報 
         

 
３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

 業務実績 自己評価 
  

－ 
 

 
該当なし 

 
該当なし 

＜主な定量的指標＞ 
 － 
 
＜その他の指標＞ 

施設及び設備に関する

計画にかかる事項      

 
＜評価の視点＞ 

－  

＜主要な業務実績＞ 

・令和６年度は該当ない。 

＜評定と根拠＞ 
評定：－ 

根拠：－ 

 
＜課題と対応＞ 
 － 
 

評定  
 
  

 
４．その他参考情報 
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（令和６年度項目別評定調書） 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

８－２ ２．人事に関する計画 

当該項目の重要度、難易

度 
－ 関連する政策評価・行政事業

レビュー 
－ 

 
２．主要な経年データ 
 評価対象となる指標 達成目標 基準値 

（前中期目標期間最終年

度値等） 

６年度 ７年度 ８年度 ９年度 10 年度 （参考情報） 
当該年度までの累積値等、必要な

情報 
         

 
３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

 業務実績 自己評価 
  

職員の能力と実績を適

正かつ厳格に評価し、そ

の結果を処遇に反映させ

るとともに、適材適所の

人事配置を行う。 

 
業務内容に応じて必要

な人員を確保し、職員の

能力、資質に応じた適正

な人員配置を行うことに

より業務運営の効率化に

資する。 
また、職員の意欲を引

き出す機会を確保し、組

織の活性化を図るため、

個々の職員の勤務成績、

目標達成状況及び法人の

業務実績を給与等に反映

させ、業務遂行のインセ

ンティブを向上させる現

行の人事評価制度につい

て、より一層適切な運用

を図る。 
なお、政策金融機能を

継続的・安定的に実施す

るための職員の人材育成

が重要であり、職員の能

力・知識向上に資するた

め、引き続き職場内研修

 
下記の方策を行う。 

① 年度計画を踏まえた

各課における業務の年

度計画及び達成に向け

た個別職員にかかる目

標項目を設定するとと

もに、職務、職級に応じ

た評価体系を明確に

し、これら実施状況と

職員の取組状況を勘案

した人事考課を行う。 
② 上記結果を受け、給

与、特別手当等に反映

させることにより職員

のインセンティブの確

保を図る。 
③ 年度計画の達成状況

を踏まえ、業務実施体

制及び職員の能力、資

質等を反映した人員配

置を行う。 
④ 政策金融機能を継続

的・安定的に実施する

＜主な定量的指標＞ 
 － 
 
＜その他の指標＞ 
・各課及び個別職員にか

かる目標項目の設定及

び実施状況等を勘案し

た人事考課 
・業務実績の給与への反

映等インセンティブの

確保及び関係規程の整

備 
・職員の能力等を反映し

た人員配置 
・人材育成及び研修の実 

施 
 
＜評価の視点＞ 

職員の能力と実績の適

正な評価、インセンティ

ブの確保、適材適所の人

事配置及び能力、知識向

上に資する研修等の実施

状況 

＜主要な業務実績＞ 

 

○各課及び個別職員にか

かる目標項目の設定及び

実施状況等を勘案した人

事考課 

・令和６年度は、人事評価

マニュアルを８月に改正

し、これに基づいた人事

考課を実施した。 

・定例的に年度計画と実

績状況を役職員で共有

し、組織全体での目標管

理を行った。 

・職員の評価にあたって

は、個別の人事評価記録

書（目標、評価）の作成に

より、令和６年下期から

年度計画の定量的指標等

をベースに目標項目を設

定し、年１回の能力評価

及び半期に１回の実績評

価を実施した。なお、評価

にあたっては、当事者の

＜評定と根拠＞ 
評定：Ｂ 

根拠：「人事評価マニュア

ル」（令和３年６月作成／

令和６年８月改正）に基

づき、個別職員にかかる

目標設定を行うととも

に、段階的な評価及び個

別面談を実施するなど、

目標に対する実績等も踏

まえた人事評価を実施

し、この結果を給与・賞与

等に反映させインセンテ

ィブの確保を図ってい

る。 
また、適切な人事配置

を行うとともに、内部研

修の実施のほか㈱日本政

策金融公庫、顧問弁護士

等が主催する外部研修を

受講し、職員の能力・知識

向上に資する取り組みを

行っており、これらの実

績から定性的な指標につ

評定  
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を行うとともに適切な経

営アドバイス等に必要な

公的資格取得を奨励する

ほか、株式会社日本政策

金融公庫等外部の金融機

関等との人事交流を促進

し、研修等への参加等を

実施する。 
（参考）中期目標期間中

の人件費総額見込み

799 百万円 

ための人材育成及び職

員の能力・知識向上を

図るため、役職員一体

での勉強会の定期的開

催、ＯＪＴの活用等を

行うとともに経営アド

バイス等に必要な公的

資格（ＦＰ、宅建取引士

等）取得を奨励するほ

か、日本政策金融公庫

等外部の金融機関等と

の人事交流、研修等へ

の参加を推進する。 

自己評価、一次評価（次

長）、二次評価（課長）に

加え理事、理事長による

段階的な評価及び個別面

談を行うなど詳細な評価

方法で実施した。 

  また、評価内容につい

ては個別面談を通じ各職

員にフィードバックを行

った。 

 

○職員の能力等を反映し

た人員配置   

・令和６年９月には、組織

活性化や個々の能力向上

のため、担当業務のロー

テーション化を図る人事

異動を実施した。また、令

和７年２月に新規職員を

２名採用したが、未だ必

要な人員が不足している

ため、新たに追加となっ

た経営支援業務が円滑に

進むよう３名の兼務職員

を選任した。 

 

○人材育成及び研修の実

施（再掲） 

（職員研修の実施） 

・人材育成及び職員の能

力・知識向上に資するた

め、年間延べ 33名（昨年

48 名）の職員が顧問弁護

士、㈱日本政策金融公庫

等が主催する外部研修を

受講した。 

・顧問弁護士研修７名 

・同公庫の研修３名 

・法務省研修１名 

・CRD 協会研修８名 

・鹿児島県事業承継・引継

ぎ支援センター研修２名 

いて「目標の水準を満た

している」と判断し、Ｂと

する。 
 
＜課題と対応＞ 

今後とも、業務実績の

向上等を図るため、適切

な人事考課、インセンテ

ィブの確保及び効果的な

人員配置に努める。 
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・また、総務省、かごしま

産業支援センター等が主

催するオンラインセミナ

ーを受講した（計９回、受

講者数：延べ 12 名）。 

・同公庫の研修を受講し

た職員は研修終了後、勉

強会を２回実施し、研修

内容を役職員で共有し

た。 

・加えて、金融機関として

の更なる資質及び専門性

を高める目的で職員が講

師となった内部勉強会を

３回開催した。 

 

○資格取得の推進 

・業務に資する職員の資

格取得を推進したものの

令和６年度は新たな資格

取得者はいなかった。 

・なお、資格取得者（FP（２

級以上）、宅地建物取引

士、簿記（２級以上）等）

の累計は 16 名（昨年度末

22 名／資格を取得してい

た職員が退職したため縮

小）となっている。 

 

（人事交流、業務連携の

強化） 

・平成 27 年度から日本政

策金融公庫の短期の集合

研修プログラム（審査・債

権管理関係）を活用した

職員研修に参加してお

り、６年度は集合研修で

２名受講した。 

 

・研修後は、勉強会を必須

とし、研修内容を役職員
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で共有している。 

 

・平成 28 年２月に同公庫

と業務提携について合意

し、同公庫鹿児島支店と

勉強会や意見交換等を行

っており、今後の連携内

容等についての検討を進

めている。 

 

・令和６年６月 18日に商

工中金鹿児島支店とシン

ジケート・ローン業務に

おける覚書を締結し、大

口の資金調達等に取り組

む中小企業を後押しする

ため双方のネットワーク

を活用し、中小企業の円

滑な資金調達をサポート

することとした。 

 

・令和６年 10 月 30 日に

経営支援課職員２名が鹿

児島大学の認定コーディ

ネーター制度の研修を受

講。同職員は、今後、同大

学の研修シーズ・研究情

報、イベント情報などを

企業等に情報提供するほ

か、企業等からの相談案

件を同大学のコーディネ

ーターに橋渡しすること

も可能となった。 

 

・その他、外部機関との連

携先は以下のとおり。 

＜業務提携先＞ 

（人材確保） 

・かごしま産業支援セン

ター（プロ人財拠点）

【R4.7.1 覚書】 

・広域から副業・兼業人材
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活用実証事業受託【R6 年

度～】 

（販路拡大・知的財産） 

・かごしま産業支援セン

ター（よろず支援拠点） 

・鹿児島県知財総合支援

窓口【R5.8.31 協定書・覚

書】 

（再生支援） 

・中小企業活性化協議会

【R5.6.30 秘密保持契約

書】 

（事業承継・Ｍ＆Ａ） 

・日本公庫（事業承継マッ

チング支援）【R5.9.27 覚

書】 

・鹿児島県事業承継・引継

ぎ支援センター 

 

・今後は、引き続き同公庫

の短期の研修への参加等

を通じ、人事交流に努め

ることとし、業務提携に

ついては、同公庫のほか

対象となる金融機関、会

議等の頻度、内容につい

て一層の検討を進めるこ

ととする。 

 
４．その他参考情報 
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（令和６年度項目別評定調書） 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

８－３－（１） ３．その他中期目標を達成するために必要な事項 （１）内部統制の充実・強化 

当該項目の重要度、難易

度 
－ 関連する政策評価・行政事業

レビュー 
－ 

 
２．主要な経年データ 
 評価対象となる指標 達成目標 基準値 

（前中期目標期間最終年

度値等） 

６年度 ７年度 ８年度 ９年度 10 年度 （参考情報） 
当該年度までの累積値等、必要な

情報 
         

 
３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

 業務実績 自己評価 
  

（１）目標管理の徹底 

 業務の有効性及び効率

性の向上に資するため、

中期計画のほか、数値目

標等について取組状況の

報告、意見交換の実施を

通じて目標管理の徹底を

図る。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

① 目標管理の徹底 

業務の有効性及び効率

性の向上に資するため、

本計画のほか数値目標等

について取組状況の報

告、意見交換の実施を通

じて目標管理の徹底を図

る。 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

① 目標管理の徹底 

業務の有効性及び効率

性の向上に資するため、

年度計画における数値目

標等について毎月開催の

定例会において各課から

報告を行うとともに結果

を踏まえた新たな取組を

協議すること等により目

標管理の徹底を図る。ま

た、目標管理について担

当者を選任するととも

に、年度計画の進捗につ

いては四半期毎に実績整

理を行う。 
 
 
 
 
 
 
 
 

＜主な定量的指標＞ 
－ 
 
＜その他の指標＞ 
・目標管理の徹底 
・自己評価の実施 
・リスク管理体制の強化

等業務運営体制の構築 
・情報セキィリティ対策

の推進 
 
＜評価の視点＞ 

内部統制の充実・強化 
に向けた取組状況 

＜主要な業務実績＞ 

◯目標管理の徹底 

・令和６年度は役職員全

員参加（非常勤職員含む）

の全体朝礼（出先事務所

はリモート参加）を毎月

開催し、今年度の実績や

コンプライアンスの再確

認等対応すべき課題につ

いて役職員全員で共有し

た。 

・また、組織全体の目標・

課題を課毎並びに職員個

人に割り当て、各々の年

間の目標を明確化すると

ともに、定例会において、

数値目標の達成状況、今

後の実績見込みについ

て、報告を行うこととし

ている。 

・加えて、目標管理につい

て担当者を選任するとと

もに、年度計画の進捗に

ついて四半期毎に実績整

＜評定と根拠＞ 
評定：Ｂ 

根拠：内部統制の充実・強

化に向け、全体朝礼を毎

月開催し、経営目標等を

全職員で共有している。 

組織の目標・課題に基

づいて、各課、個人の目標

を設定し、定例会におい

て進捗状況を確認すると

ともに目標管理の担当者

を選任し、四半期毎に年

度計画の進捗について実

績を整理している。 

また、企画運営会議に

おいて、年度計画に対す

る四半期毎の自己評価を

実施している。 

さらに、コンプライア

ンスの徹底を図るため、

オンブズパーソンを選出

し、意見・通報等の情報収

集窓口の拡大及び職員主

体でのコンプライアンス

評定  
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（２）自己評価の実施 

保証、融資並びにコン

サルティング業務に係る

自己評価を実施し、業務

運営に反映させる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（３）リスク管理体制の

強化 
内部統制の確立に向

け、単に法令遵守にとど

まらず、広くステークホ

ルダーとの関係において

社会的要請に応えるコン

プライアンスの徹底を図

り、リスク管理体制、内部

規程等の整備、情報開示

の充実等に努め、実効あ

る業務実施体制を構築す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
② 自己評価の実施 

奄美基金内部で自己評

価を行い、評価結果を業

務運営に反映させる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

③ リスク管理体制の強 
 化 

内部統制の更なる充実

強化を図るため、相互牽

制機能が十分に働く、組

織規模に見合ったリスク

管理体制の強化に努め

る。また、コンプライアン

ス委員会の活用等によ

り、単に法令遵守にとど

まらず、広くステークホ

ルダーとの関係において

社会的要請に応えるコン

プライアンスの徹底、リ

スク管理、内部監査、監事

及び会計監査人による監

査の強化、内部規定等の

整備、財務内容等の情報

開示の充実等により、実

効ある業務運営体制を構

 
 
 

 

 
 
② 自己評価の実施 

奄美基金内部に設置し

た横断的な業務の評価・

点検等を行う企画運営会

議にて内部統制に関する

業務運営全般の協議を原

則として四半期毎に実施

することとし、必要に応

じて有識者を活用しつ

つ、自己評価を行う。 
また、適切な業務運営

に資するため業務プロセ

スの見直しを行い各種マ

ニュアル及び事務処理等

の改善を図る。 
 
③ リスク管理体制の強 
化 

コンプライアンスに関

する規程の整備・見直し

や研修等を定めたコンプ

ライアンス・プログラム

に基づき、各課主催によ

る研修会の実施及び資料

配付等による啓発・周知

の強化に努めるとともに

コンプライアンス委員会

で定期的な協議を行い、

進捗状況を把握すること

により、コンプライアン

スの徹底を図る。 

また、企画運営会議で

四半期毎に実施する内部

統制に関する業務運営全

般の協議結果を踏まえ、

各課、内部監査担当者、

理を行うとともに半期毎

に各課による業務実施計

画の総括を実施し、次期

へ活かすこととしてい

る。 
 

○自己評価の実施 

・企画運営会議において

年度計画に対する四半期

毎の自己評価を実施し

た。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
○コンプライアンス体制

の強化等業務運営体制の

構築 

①コンプライアンス体制

の強化等 

・役員、課長で構成するコ

ンプライアンス委員会で

の協議を 12 回実施し、コ

ンプライアンス違反の事

案等の有無について報告

を行った。 

また、他機関における

不祥事（貸金庫窃盗、強殺

未遂罪等）について、関連

記事を配信するととも

に、全体会議において啓

発活動を実施した。 

・通常業務を行う職員の

中から選出されたオンブ

ズパーソンによる周知活

動、アンケート実施によ

に関する勉強会を開催す

るなど内部統制の充実・

強化に努めている。 

情報セキュリティ対策

として内部研修、内部監

査を実施しており、これ

らの実績から定性的な指

標について「目標の水準

を満たしている」と判断

したことからＢとする。 

 

＜課題と対応＞ 

引き続き、適切な業務

運営の確保を図るため、

内部統制の充実・強化に

努め業務の有効性及び効

率性の向上を図る。 
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（４）情報セキュリティ

対策の推進 
「サイバーセキュリテ

ィ戦略」（平成 27年９月４

日閣議決定）等の政府の

方針を踏まえ、奄美基金

の情報セキュリティポリ

シーに基づき、適切な対

策を行う。 

築する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④ 情報セキュリティ対

策の推進 
「サイバーセキュリテ

ィ戦略」（平成 27年９月４

日閣議決定）等の政府の

方針を踏まえ、奄美基金

の情報セキュリティポリ

シーに基づき、適切な対

策を行う。 

監事及び会計監査人によ

る監査を計画的かつ効果

的に実施し、指摘された

改善事項の事後検証・改

善を確実に行うなど、実

効ある業務運営体制を構

築する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④ 情報セキュリティ対

策の推進 
「サイバーセキュリテ

ィ戦略」（令和３年９月

28 日閣議決定）等の政府

の方針と奄美基金の情報

セキュリティポリシーを

踏まえ適切に推進するこ

ととし、具体的な取り組

みは以下のとおりとす

る。 

ア 「政府機関等のサイ

バーセキュリティ対策

のための統一基準」

（令和３年７月７日サ

り、コンプライアンスの

徹底に努めた。 

・コンプライアンスに関

する意識を醸成させるた

め、職員主体でのコンプ

ライアンスに関する勉強

会を平成 29年度から開始

しているが、令和６年度

は４回実施した。 

 

②内部監査等の適切な実 

施 

・内部監査については、本

部各課及び出先事務所の

実査を行うとともに、各

課・出先事務所において

自己検査を実施した、ま

た過去の検査結果のフォ

ローアップ、業務実施態

勢の確認に努めた。 

・監事は、業務運営状況及

び役員の職務執行状況等

について、役員間での意

見交換等を通じ、監査を

適切に実施した。 

 

 

○情報セキュリティ対策 

・「国民のための情報セキ

ュリティサイト」に基づ

いた全役職員向けの研修

を実施した。 

・「金融機関等コンピュー

タシステム安全対策基準

（公益財団法人金融情報

システムセンター編）」に

基づいた内部監査を実施

した。 
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イバーセキュリティ戦

略本部決定）に基づ

き、必要に応じて奄美

基金の情報セキュリテ

ィポリシーを見直す。 

イ 「国民のための情報

セキュリティサイト」

等に基づいた全役職員

向けの研修を実施す

る。 

ウ 「金融機関等コンピ

ュータシステム安全対

策基準（公益財団法人

金融情報システムセン

ター編）」等に基づい

た内部監査を実施す

る。 

 
 
４．その他参考情報 
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独立行政法人奄美群島振興開発基金 中期計画の予算等（令和６年度から令和 10 年度まで） 

 

 

【 総  表 】 

 

 

       別表1 予算                               別表2 収支計画                              別表3 資金計画 

                                 （単位：千円）                             （単位：千円）                             （単位：千円） 

区   分 金 額 
 

区   分 金 額 
 

区   分 金 額 

 

収入 

 出資金 

  政府出資金 

  地方公共団体出資金 

 求償権等回収金 

 貸付回収金 

 借入金等 

 事業収入 

 事業外収入 

 その他の収入 

   計 

 

支出 

 代位弁済金 

 貸付金 

 借入金償還 

 事業費 

 一般管理費 

  人件費 

  その他一般管理費 

 その他の支出 

   計 

 

 

 

－ 

－ 

－ 

272,107 

4,654,063 

－ 

454,266 

260,145 

－ 

5,657,035 

 

 

39,847 

5,600,000 

－ 

－ 

1,071,894 

798,981 

272,913 

20,000 

6,731,741 

 

費用の部 

 経常費用 

  事業費 

  一般管理費 

  減価償却費 

  求償権償却損失 

  貸倒損失 

  引当金繰入 

  事業外費用 

 臨時損失 

 

収益の部 

 経常収益 

  事業収入 

  引当金戻入 

  事業外収益 

 臨時利益 

   

純利益 

目的積立金取崩額 

総利益 

 

 

1,154,432 

1,154,432 

－ 

1,131,811 

20,088 

－ 

－ 

2,532 

－ 

－ 

 

1,001,612 

1,001,612 

446,534 

94,149 

460,929 

－ 

 

△  152,820 
－ 

△  152,820 
 

 

資金支出 

 業務活動による支出 

  一般管理費支出 

  代位弁済による支出 

  貸付金による支出 

  その他の業務支出 

 投資活動による支出 

    定期預金預入による支出 

  有価証券取得による支出 

  その他の投資支出 

 財務活動による支出 

  長期借入返済による支出 

  短期借入返済による支出 

  次年度への繰越金 

 

資金収入 

  業務活動による収入 

  投資活動による収入 

  財務活動による収入 

  前年度（前期）よりの 

  繰越金 

 

 

 

22,710,693 

6,711,741 

1,071,894 

39,847 

5,600,000 

－ 

14,420,000 

1,700,000 

12,700,000 

20,000 

－ 

－ 

－ 

1,578,952 

 

22,710,693 

5,657,035 

12,199,450 

－ 

4,854,208 

 

 

 

       （注）単位未満端数四捨五入処理のため、計において一致し    （注）単位未満端数四捨五入処理のため、計において一致し    （注）単位未満端数四捨五入処理のため、計において一致し 

       ないことがある。                             ないことがある。                                ないことがある。 
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独立行政法人奄美群島振興開発基金 中期計画の予算等（令和６年度から令和10年度まで） 

 

 

【 保 証 勘 定 】 

 

 

       別表1 予算                               別表2 収支計画                             別表3 資金計画 

                                  （単位：千円）                            （単位：千円）                             （単位：千円） 

区   分 金 額 
 

区   分 金 額 
 

区   分 金 額 

 

収入 

 出資金 

  政府出資金 

  地方公共団体出資金 

 求償権等回収金 

 借入金等 

 事業収入 

 事業外収入 

 その他の収入 

   計 

 

支出 

 代位弁済金 

 借入金償還 

 事業費 

 一般管理費 

  人件費 

  その他一般管理費 

 その他の支出 

   計 

 

 

 

 

－ 

－ 

－ 

272,107 

－ 

167,283 

164,325 

544 

604,260 

 

 

39,847 

－ 

－ 

535,947 

399,490 

136,457 

10,000 

585,794 

 

 

 

費用の部 

 経常費用 

  事業費 

  一般管理費 

    減価償却費 

  求償権償却損失 

  引当金繰入 

  事業外費用 

 臨時損失 

 

収益の部 

 経常収益 

  事業収入 

  引当金戻入 

  事業外収益 

 臨時利益 

   

純利益 

目的積立金取崩額 

総利益 

 

          

579,918 

579,918 

－ 

566,079 

11,307 

－ 

2,532 

－ 

－ 

 

491,908 

491,908 

157,534 

27,975 

306,400 

－ 

 

△  88,010 
－ 

△  88,010 
 

 

資金支出 

 業務活動による支出 

  一般管理費支出 

  代位弁済による支出 

  その他の業務支出 

 投資活動による支出 

    定期預金預入による支出 

  有価証券取得による支出 

  その他の投資支出 

 財務活動による支出 

  短期借入返済による支出 

  次年度への繰越金 

 

資金収入 

  業務活動による収入 

  投資活動による収入 

  財務活動による収入 

  前年度（前期）よりの 

  繰越金 

 

 

 

 

5,113,780 

575,794 

535,947 

39,847 

－ 

4,410,000 

1,700,000 

2,700,000 

10,00 

－ 

－ 

127,986 

 

5,113,780 

604,260 

4,199,450 

－ 

310,070 

 

 

 

 

       （注）単位未満端数四捨五入処理のため、計において一致し      （注）単位未満端数四捨五入処理のため、計において一致し      （注）単位未満端数四捨五入処理のため、計において一致し 

        ないことがある。                                        ないことがある。                                            ないことがある。 
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独立行政法人奄美群島振興開発基金 中期計画の予算等（令和６年度から令和10年度まで） 

 

 

【 融 資 勘 定 】 

 

 

       別表1 予算                               別表2 収支計画                             別表3 資金計画 

                                 （単位：千円）                             （単位：千円）                              （単位：千円） 

区   分 金 額 
 

区   分 金 額 
 

区   分 金 額 

 

収入 

 出資金 

  政府出資金 

  地方公共団体出資金 

 貸付回収金 

 借入金等 

 事業収入 

 事業外収入 

 その他の収入 

   計 

 

支出 

 貸付金 

 借入金償還 

 事業費 

 一般管理費 

  人件費 

  その他一般管理費 

 その他の支出 

   計 

 

 

 

－ 

－ 

－ 

4,654,063 

－ 

286,983 

95,820 

15,910 

5,052,775 

 

 

5,600,000 

－ 

－ 

535,947 

399,490 

136,457 

10,000 

6,145,947 

 

 

費用の部 

 経常費用 

  事業費 

  一般管理費 

  減価償却費 

  貸倒損失 

  引当金繰入 

  事業外費用 

 臨時損失 

 

収益の部 

 経常収益 

  事業収入 

  引当金戻入 

  事業外収益 

 臨時利益 

 

純利益 

目的積立金取崩額 

総利益 

 

 

574,513 

574,513 

－ 

565,732 

8,781 

－ 

－ 

－ 

－ 

 

509,704 

509,704 

289,000 

66,175 

154,529 

－ 

 

△  64,810 
－ 

△  64,810 

 

資金支出 

 業務活動による支出 

  一般管理費支出 

  貸付金による支出 

  その他の業務支出 

 投資活動による支出 

    定期預金預入による支出 

    有価証券取得による支出 

その他の投資支出 

 財務活動による支出 

  長期借入返済による支出 

  短期借入返済による支出  

 次年度への繰越金 

 

資金収入 

  業務活動による収入 

  投資活動による収入 

  財務活動による収入 

  前年度（前期）よりの 

  繰越金 

 

 

 

17,596,913 

6,135,947 

535,947  

5,600,000 

－ 

10,010,000 

－ 

10,000,000  

10,000 

－ 

－ 

－ 

1,450,996 

 

17,596,913 

5,052,775 

8,000,000 

－ 

4,544,138 

 

 

       （注）単位未満端数四捨五入処理のため、計において一致し    （注）単位未満端数四捨五入処理のため、計において一致し      （注）単位未満端数四捨五入処理のため、計において一致し 

        ないことがある。                              ないことがある。                                   ないことがある。 
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独立行政法人奄美群島振興開発基金 年度計画の予算等（令和６年４月から令和７年３月まで） 

 

 

【 総  表 】 

 

 

        別表1 予算                              別表2 収支計画                             別表3 資金計画 

                                 （単位：千円）                             （単位：千円）                             （単位：千円） 

区   分 金 額 
 

区   分 金 額 
 

区   分 金 額 

 

収入 

 出資金 

  政府出資金 

  地方公共団体出資金 

 求償権等回収金 

 貸付回収金 

 借入金等 

 事業収入 

 事業外収入 

 その他の収入 

   計 

 

支出 

 代位弁済金 

 貸付金 

 借入金償還 

 事業費 

 一般管理費 

  人件費 

  その他一般管理費 

 その他の支出 

   計 

 

 

 

－ 

            － 

             － 

        57,270 

        824,309 

            － 

         73,705 

         31,661 

         3,253 

        990,198 

 

 

           6,845 

        800,000 

           － 

            － 

         212,501 

         157,374 

         55,127 

          4,000 

      1,023,346 

 

 

費用の部 

 経常費用 

  事業費 

  一般管理費 

  減価償却費 

  求償権償却損失 

  貸倒損失 

  引当金繰入 

  事業外費用 

 臨時損失 

 

収益の部 

 経常収益 

  事業収入 

  引当金戻入 

  事業外収益 

 臨時利益 

 

純利益 

目的積立金取崩額 

総利益 

 

 

 

228,875 

        228,875 

            － 

        224,584 

          3,860 

            － 

  － 

       431 

             － 

             － 

 

        165,745 

        165,745 

         76,133 

         17,870 

         71,743 

           － 

 

△ 63,130 

             － 

      △ 63,130 

 

資金支出 

 業務活動による支出 

  一般管理費支出 

  代位弁済による支出 

  貸付金による支出 

  その他の業務支出 

 投資活動による支出 

    定期預金預入による支出 

  有価証券取得による支出 

  その他の投資支出 

 財務活動による支出 

  長期借入返済による支出 

  短期借入返済による支出   

次年度への繰越金 

 

資金収入 

  業務活動による収入 

  投資活動による収入 

  財務活動による収入 

  前年度（前期）よりの 

  繰越金 

 

 

 

7,244,406 

      1,019,346 

        212,501 

          6,845 

        800,000 

             － 

      3,304,000 

         800,000 

       2,500,000 

          4,000 

           － 

           － 

             － 

       2,921,060 

 

      7,244,406 

        990,198 

      1,400,000 

           － 

       4,854,208 

 

       （注）単位未満端数四捨五入処理のため、計において一致し   （注）単位未満端数四捨五入処理のため、計において一致し    （注）１．単位未満端数四捨五入処理のため、計において一 

          ないことがある。                                    ないことがある。                                         致しないことがある。 

２．次年度への繰越金及び前年度（前期）よりの繰越 

                                                                    金は、定期預金を除いてある。
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独立行政法人奄美群島振興開発基金 年度計画の予算等（令和６年４月から令和７年３月まで） 

 

 

【 保 証 勘 定 】 

 

 

        別表1 予算                         別表2 収支計画                        別表3 資金計画 

                               （単位：千円）                       （単位：千円）                        （単位：千円） 

区   分 金 額 
 

区   分 金 額 
 

区   分 金 額 

 

収入 

 出資金 

  政府出資金 

  地方公共団体出資金 

 求償権等回収金 

 借入金等 

 事業収入 

 事業外収入 

 その他の収入 

   計 

 

支出 

 代位弁済金 

 借入金償還 

 事業費 

 一般管理費 

  人件費 

  その他一般管理費 

 その他の支出 

   計 

 

 

 

－ 

           － 

           － 

         57,270 

             － 

         26,139 

         21,389 

            109 

        104,907 

 

 

          6,845 

             － 

           － 

        106,250 

         78,687 

         27,564 

          2,000 

        115,095 

 

 

費用の部 

 経常費用 

  事業費 

  一般管理費 

    減価償却費 

  求償権償却損失 

  引当金繰入 

  事業外費用 

 臨時損失 

 

収益の部 

 経常収益 

  事業収入 

  引当金戻入 

  事業外収益 

 臨時利益 

 

純利益 

目的積立金取崩額 

総利益 

 

 

116,598 

        116,598 

             － 

        113,334 

          2,833 

            － 

            431 

             － 

        － 

 

         84,430 

         84,430 

         28,510 

          6,164 

         49,756 

             － 

 

△ 32,169 

             － 

      △ 32,169 

 

資金支出 

 業務活動による支出 

  一般管理費支出 

  代位弁済による支出 

  その他の業務支出 

 投資活動による支出 

    定期預金預入による支出 

  有価証券取得による支出 

  その他の投資支出 

 財務活動による支出 

  短期借入返済による支出 

  次年度への繰越金 

 

資金収入 

  業務活動による収入 

  投資活動による収入 

  財務活動による収入 

  前年度（前期）よりの 

  繰越金 

 

 

 

1,814,977 

        113,095 

        106,250 

          6,845 

             － 

      1,302,000 

         800,000 

        500,000 

          2,000 

             － 

             － 

        399,882 

 

      1,814,977 

        104,907 

      1,400,000 

             － 

        310,070 

 

       （注）単位未満端数四捨五入処理のため、計において一致し      （注）単位未満端数四捨五入処理のため、計において一致し      （注）１．単位未満端数四捨五入処理のため、計において一 

          ないことがある。                              ないことがある。                                     致しないことがある。 

     ２．次年度への繰越金及び前年度（前期）よりの繰越 

                                                                     金は、定期預金を除いてある。
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独立行政法人奄美群島振興開発基金 年度計画の予算等（令和６年４月から令和７年３月まで） 

 

 

【 融 資 勘 定 】 

 

 

       別表1 予算                               別表2 収支計画                             別表3 資金計画 

                                  （単位：千円）                            （単位：千円）                             （単位：千円） 

区   分 金 額 
 

区   分 金 額 
 

区   分 金 額 

 

収入 

 出資金 

  政府出資金 

  地方公共団体出資金 

 貸付回収金 

 借入金等 

 事業収入 

 事業外収入 

 その他の収入 

   計 

 

支出 

 貸付金 

 借入金償還 

 事業費 

 一般管理費 

  人件費 

  その他一般管理費 

 その他の支出 

   計 

 

 

 

－ 

             － 

             － 

        824,309 

             － 

         47,555 

         10,272 

           3,144 

        885,291 

 

 

        800,000 

           － 

             － 

        106,250 

         78,687 

         27,564 

          2,000 

        908,250 

 

 

費用の部 

 経常費用 

  事業費 

  一般管理費 

  減価償却費 

  貸倒損失 

  引当金繰入 

  事業外費用 

 臨時損失 

 

収益の部 

 経常収益 

  事業収入 

  引当金戻入 

  事業外収益 

 臨時利益 

 

純利益 

目的積立金取崩額 

総利益 

 

 

112,277 

        112,277 

             － 

        111,249 

       1,027 

            － 

             － 

             － 

        － 

 

         81,316 

         81,316 

         47,623 

         11,706 

          21,986 

             － 

 

△ 30,961 

             － 

△ 30,961 

 

 

資金支出 

 業務活動による支出 

  一般管理費支出 

  貸付金による支出 

  その他の業務支出 

 投資活動による支出 

    定期預金預入による支出 

    有価証券取得による支出 

    その他の投資支出 

 財務活動による支出 

  長期借入返済による支出 

  短期借入返済による支出 

  次年度への繰越金 

 

資金収入 

  業務活動による収入 

  投資活動による収入 

  財務活動による収入 

  前年度（前期）よりの 

  繰越金 

 

 

5,429,429 

        906,250 

        106,250 

        800,000 

             － 

       2,002,000 

             － 

       2,000,000 

          2,000 

             － 

             － 

             － 

       2,521,178 

  

      5,429,429 

        885,291 

          － 

             － 

      4,544,138 

 

       （注）単位未満端数四捨五入処理のため、計において一致し     （注）単位未満端数四捨五入処理のため、計において一致し      （注）１．単位未満端数四捨五入処理のため、計において一 

          ないことがある。                                        ないことがある。                                              致しないことがある。 

２．次年度への繰越金及び前年度（前期）よりの繰越 

                                                                     金は、定期預金を除いてある。
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別紙参考資料 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

１．令和６事業年度予算及び決算

（単位：千円）

予算額 決算額 予算額 決算額 予算額 決算額 予算額 決算額

収入

出資金 - - - - - - - -

政府出資金 - - - - - - - -

地方公共団体出資金 - - - - - - - -

求償権等回収金 57,270 31,385 57,270 31,385 - - - -

貸付回収金 824,309 709,853 - - 824,309 709,853 - -

借入金等 - - - - - - - -

事業収入 73,705 73,175 26,139 21,401 47,565 49,857 - 1,916

事業外収入 31,661 25,486 21,389 17,364 10,272 8,121 - -

その他の収入 3,253 - 109 - 3,144 - - -

計 990,198 839,898 104,907 70,150 885,291 767,831 - -

支出

代位弁済金 6,845 10,320 6,845 10,320 - - - -

貸付金 800,000 731,119 - - 800,000 731,119 - 123,345

借入金償還 - - - - - - - -

事業費 - - - - - - - -

一般管理費 212,501 213,668 106,250 106,508 106,250 105,942 - 1,218

人件費 157,374 166,097 78,687 82,530 78,687 82,530 - 1,037

その他一般管理費 55,127 47,571 27,564 23,979 27,564 23,412 - 181

その他の支出 4,000 2,316 2,000 869 2,000 1,447 - -

計 1,023,346 957,424 115,095 117,698 908,250 838,508 - 124,563

（注）単位未満端数四捨五入処理のため、計において一致しないことがある。

区　　分
総　　計

保　証　勘　定 融　資　勘　定 経　営　支　援　勘　定
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２．令和６事業年度収支計画及び実績

（単位：千円）

予算額 決算額 予算額 決算額 予算額 決算額 予算額 決算額

費用の部 228,875 238,019 116,598 118,210 112,277 118,590 - 1,218

経常費用 228,875 238,019 116,598 118,210 112,277 118,590 - 1,218

事業費 - - - - - - - -

一般管理費 224,584 209,808 113,334 104,744 111,249 103,847 - 1,218

減価償却費 3,860 3,886 2,833 2,827 1,027 1,058 - -

求償権償却損失 - - - - - - - -

貸倒損失 - - - - - - - -

引当金繰入 431 24,324 431 10,639 - 13,686 - -

事業外費用 - - - - - - - -

臨時損失 - 0 - - - 0 - -

収益の部 165,745 115,672 84,430 50,868 81,316 62,888 - 1,916

経常収益 165,745 115,672 84,430 50,868 81,316 62,888 - 1,916

事業収入 76,133 73,175 28,510 21,401 47,623 49,857 - 1,916

引当金戻入 17,870 - 6,164 - 11,706 - - -

事業外収益 71,743 42,497 49,756 29,466 21,986 13,031 - -

臨時利益 - - - - - - - -

純利益 △ 63,130 △ 122,347 △ 32,169 △ 67,342 △ 30,961 △ 55,702 - 698

目的積立金取崩額 - - - - - - - -

総利益 △ 63,130 △ 122,347 △ 32,169 △ 67,342 △ 30,961 △ 55,702 - 698

（注）単位未満端数四捨五入処理のため、計において一致しないことがある。

区　　分
総　　計

保　証　勘　定 融　資　勘　定 経　営　支　援　勘　定
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３．令和６事業年度資金計画及び実績

（単位：千円）

予算額 決算額 予算額 決算額 予算額 決算額 予算額 決算額

資金支出 7,244,406 7,167,718 1,814,977 1,917,774 5,429,429 5,249,798 - 146

業務活動による支出 1,019,346 956,359 113,095 118,442 906,250 837,916 - -

一般管理費支出 212,501 213,239 106,250 106,924 106,250 106,314 - -

代位弁済による支出 6,845 10,320 6,845 10,320 - - - -

貸付金による支出 800,000 731,119 - - 800,000 731,119 - -

その他の業務支出 - 1,680 - 1,198 - 483 - -

投資活動による支出 3,304,000 3,772,024 1,302,000 599,885 2,002,000 3,172,139 - -

定期預金の預入による支出 800,000 300,000 800,000 100,000 - 200,000 - -

有価証券取得による支出 2,500,000 3,470,577 500,000 499,885 2,000,000 2,970,692 - -

その他の投資支出 4,000 1,447 2,000 - 2,000 1,447 - -

財務活動による支出 - - - - - - - -

長期借入返済による支出 - - - - - - - -

短期借入返済による支出 - - - - - - - -

次年度への繰越金 2,921,060 2,439,336 399,882 1,199,447 2,521,178 1,239,743 - 146

資金収入 7,244,406 7,167,718 1,814,977 1,917,774 5,429,429 5,249,798 - 146

業務活動による収入 990,198 835,193 104,907 70,400 885,291 764,647 - 146

投資活動による収入 1,400,000 200,000 1,400,000 200,000 - - - -

財務活動による収入 - - - - - - - -

前年度（前期）よりの繰越金 4,854,208 6,132,525 310,070 1,647,374 4,544,138 4,485,151 - -

（注）１．単位未満端数四捨五入処理のため、計において一致しないことがある。

２．決算の次年度への繰越金は、預入期間３ヶ月以内の定期預金を含んでいる。

　　・決算額　保証勘定：1,100,000千円、融資勘定：1,100,000千円、計：2,200,000千円）

３．次年度への繰越金及び前年度（前期）よりの繰越金（２．を除く）は、定期預金を除いている。

　（定期預金の次年度への繰越金は、

　　・予算額　保証勘定：  800,000千円、融資勘定：       －千円、計：　800,000千円

　　・決算額　保証勘定：100,000千円、融資勘定： 200,000千円、経営支援勘定：－千円計：300,000千円）

経　営　支　援　勘　定保　証　勘　定 融　資　勘　定
総　　計

区　　分

３．令和６事業年度資金計画及び実績

（単位：千円）

予算額 決算額 予算額 決算額 予算額 決算額 予算額 決算額

資金支出 7,244,406 7,167,718 1,814,977 1,917,774 5,429,429 5,249,798 - 146

業務活動による支出 1,019,346 956,359 113,095 118,442 906,250 837,916 - -

一般管理費支出 212,501 213,239 106,250 106,924 106,250 106,314 - -

代位弁済による支出 6,845 10,320 6,845 10,320 - - - -

貸付金による支出 800,000 731,119 - - 800,000 731,119 - -

その他の業務支出 - 1,680 - 1,198 - 483 - -

投資活動による支出 3,304,000 3,772,024 1,302,000 599,885 2,002,000 3,172,139 - -

定期預金の預入による支出 800,000 300,000 800,000 100,000 - 200,000 - -

有価証券取得による支出 2,500,000 3,470,577 500,000 499,885 2,000,000 2,970,692 - -

その他の投資支出 4,000 1,447 2,000 - 2,000 1,447 - -

財務活動による支出 - - - - - - - -

長期借入返済による支出 - - - - - - - -

短期借入返済による支出 - - - - - - - -

次年度への繰越金 2,921,060 2,439,336 399,882 1,199,447 2,521,178 1,239,743 - 146

資金収入 7,244,406 7,167,718 1,814,977 1,917,774 5,429,429 5,249,798 - 146

業務活動による収入 990,198 835,193 104,907 70,400 885,291 764,647 - 146

投資活動による収入 1,400,000 200,000 1,400,000 200,000 - - - -

財務活動による収入 - - - - - - - -

前年度（前期）よりの繰越金 4,854,208 6,132,525 310,070 1,647,374 4,544,138 4,485,151 - -

（注）１．単位未満端数四捨五入処理のため、計において一致しないことがある。

２．決算の次年度への繰越金は、預入期間３ヶ月以内の定期預金を含んでいる。

　　・決算額　保証勘定：1,100,000千円、融資勘定：1,100,000千円、計：2,200,000千円）

３．次年度への繰越金及び前年度（前期）よりの繰越金（２．を除く）は、定期預金を除いている。

　（定期預金の次年度への繰越金は、

　　・予算額　保証勘定：  800,000千円、融資勘定：       －千円、計：　800,000千円

　　・決算額　保証勘定：100,000千円、融資勘定： 200,000千円、経営支援勘定：－千円計：300,000千円）

経　営　支　援　勘　定保　証　勘　定 融　資　勘　定
総　　計

区　　分


